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午前１０時    開議 

○議長（松村  学君）  定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

  会議録署名議員の指名   

○議長（松村  学君）  本日の会議録署名議員を御指名申し上げます。１１番、吉村議

員、１２番、藤村議員、御両名にお願い申し上げます。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

  一般質問   

○議長（松村  学君）  議事日程につきましては、一昨日に引き続き、一般質問でござ

います。よろしくお願いいたします。 

 これより質問に入ります。最初は、５番、牛見議員。 

        〔５番 牛見  航君 登壇〕 

○５番（牛見  航君）  「自由民主党清流会」の若手のホープ、自民党の頭脳、爽やか

でスマートな若手というイメージをつけたい牛見航でございます。今議会は、私にとって

平成最後の一般質問となります。したがいまして、この一般質問は、時代の移り変わりに

ふさわしい、防府市にとっても大きな転換期となるような予感がしております。どうぞよ

ろしくお願いいたします。 
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 冒頭、イメージのお話をしましたが、先日、知り合いの小学生のお子さんとお話をする

機会がございました。その子のお母さんが、私のことを「この人はこう見えても政治家な

んだよ」と紹介してくれました。すると、そのお子さんは、「ええ、政治家って体が大き

くておじいちゃんじゃないとなれないんじゃないの」と言いました。そこで私が、「はは

はは」と、「そんなことはないんだよ、政治をする人にも若くて爽やかなお兄さんみたい

な人もいるんだよ」と言ったところ、その子は、「ええ、お前もおっさんじゃん」と言い

ました。池田市長、教育長、教育部長、防府市はもっと教育に力を入れなければいけない

ようであります。ということで、本日、まずは防府市の教育について質問をさせていただ

こうと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 冗談ばかりのようでありますが、私も議会というものを少しでも若い世代に見ていただ

きたい、そのために、少しでも興味を持っていただければと考えてのことでございますの

で、どうかお許しいただければと思います。 

 さて、つかみはオーケーというところで真面目な本題に入ります。 

 池田市政が誕生しまして、初の予算編成となる新年度予算案が発表されました。総額

４４１億９，０００万円という過去最大の一般会計当初予算案となったわけでありますが、

その内訳としては、防府市公会堂の改修工事、防府市内の小学校２校の改築工事本格化な

ど、普通建設事業費の倍増が主な要因となり、そのほかの事業費に関しては、厳しい財政

運営の中で苦慮されたことがうかがえる内容となっております。 

 そんな中にもかかわらず、前回議会の一般質問で要望させていただきました、小野公民

館の建て替え事業におきまして、地元の強い要望に応えていただき、今回の予算案に組み

込んでいただきましたことを、地元を代表して御礼申し上げます。ありがとうございます。 

 今回の予算編成でありますが、そもそもは、防府市の実質単年度収支が４年連続の赤字

であったことから、前市政からの予算の見直しが必要であったと思いますが、このタイミ

ングで断行しなければならない池田市長に対して、その勇気と決断力に敬意と感謝を申し

上げます。 

 今回の予算編成において、各部署の職員さんは大変御苦労なさったんではないかと思い

ます。予算というものは、限られた金額の中でどこにお金をかけていくかの選択を迫られ

ます。その中で将来の防府市を担う子どもたちへの投資と、御家族への安心のために、市

民の皆様へ誤解なく、子どもたちへの教育の考え方を防府市はどのように考えているか、

より明確にする意味も込めて、防府市の教育について質問させていただきます。 

 １、防府市のスポーツ・文化教育の今後の方針について御質問させていただきます。 

 今回の予算編成を受けて、各種スポーツ大会や、小・中学校連合音楽発表会などの文化
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的な大会の開催の減少につながるのではないかなど、不安に感じている市民の皆様のお声

を幾つか頂戴しております。行政計画には、一度廃止されると再開されるケースが少ない

といった印象が多いことからも不安の一つにつながっていると思われます。正しい情報を

たくさんの方に知っていただく必要があります。防府市の子どもたちへのスポーツ・文化

への教育に対しての考え方、また、今回の予算によるスポーツや文化的な大会などの開催

に当たって、変更などがあるのか教えてください。 

 ２、学校教育について。 

 この数カ月、小・中学校での学級崩壊、いじめ問題について、同年代の保護者の方々か

ら多くの相談を受けました。私自身も学校まで伺い、授業風景や校長先生などとお話をす

る中で非常に難しい問題であると再認識するとともに、被害者である生徒さん、保護者さ

ん、先生方のリアルな苦悩を勉強させていただきました。 

 以前にも、ほかの議員さんより質問もされましたが、防府市の現状、また実際にいじめ

があった場合の学校としての具体的な対応方法、学級崩壊と呼ばれるものへの状況把握並

びに対処方法についてお聞かせください。 

 ３、人口減少の著しい中山間地域への公立保育所の設置についてお尋ねいたします。 

 防府市内でも人口減少が特に低下、限界集落を迎えている地域があります。もちろんそ

の他地域でも同様に言えることではありますが、特にそういった地域において、私立の保

育園、幼稚園は大きな存在となっています。その保育園に入れたから、その地域に家を購

入したというように、保育園が優先となって住居を決められる例もございます。 

 今回私が相談を受けましたのは、地域の保育園の保育士さんの急な退所により、全ての

年齢の児童さんの受け入れが難しくなった。その地域には、ほかに認可外の保育所はある

ものの認可保育施設がないため、遠くの園に移動しなければならない。待機児童にならず

受け入れをしてもらえるのだろうかといった相談でした。 

 今回、こういった急を要するケースの中で、保護者の皆様は大きな不安を抱えていらっ

しゃいました。その中でも、防府市子育て支援課の皆様には、迅速に、そして、親身にな

って対応いただきました。保護者の皆様からも多くの感謝の声をいただいております。こ

の場をおかりして感謝申し上げます。 

 また、保育協会の皆様、諸所の課題に関しまして御尽力いただきました山田議員に対し

ても感謝申し上げます。グラシアス。 

 そういった中で、保護者の方々から中期的な要望になるかと思いますが、御意見、また

相談として多くいただいたのが、こうした人口減少が著しい中山間地域にこそ、公立の保

育園を設置してもらうことはできないのだろうかということでした。 
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 こういった地域において、保育施設がなくなるということは、小学校、中学校への進学

へも大いに影響してくる問題であり、地域の人口減少にも拍車をかけていく大変大きな問

題でございます。 

 そもそも人口減少が進んでいる地域へ公立の保育園を設立してほしいという新たな投資

というものが大変難しいことは予想できます。しかし、そういったケースは、これからほ

かの地域においても出てくることが予想されます。そういったことへの今後の対応方法や

考え方があれば教えていただきたいと思います。 

 また、公立保育園は他市と比べても多くはないと聞いております。公立も以前は５園あ

ったものが、現状３園とのことでございますが、公立と私立のメリット、デメリットの比

較はなされているのでしょうか。その点も含めて教えていただければと思います。 

○議長（松村  学君）  ５番、牛見議員の質問に対する答弁を求めます。教育長。 

        〔教育長 江山  稔君 登壇〕 

○教育長（江山  稔君）  牛見議員の御質問にお答えいたします。 

 １点目の防府市のスポーツ・文化教育の今後の方針についてでございますが、本市にお

きましては、これまでも一生懸命頑張る子どもたちを応援してまいりましたが、引き続き

しっかり応援してまいる所存です。 

 さて、議員御指摘のとおり、平成３１年度予算編成に当たっては、財政健全化へ向けて

教育委員会においても、事業一つ一つの見直しを行ったところでございます。この中で、

スポーツ・文化に関する教育関係予算につきましては、教職員の働き方改革及び部活動の

活性化を目的とした部活動指導員の配置を引き続き計上するとともに、頑張る子どもたち

を応援するための、目指せ日本一！おうえん事業として、部活動で活躍する児童・生徒を

応援するため、中国大会以上の大会に参加する際の補助金については、補助率や補助対象

を見直しております。 

 また、音楽学習の成果を発表する場である小・中学校連合音楽発表会については、これ

まで公会堂で開催してまいりましたが、会場の収容人数を超えるほどの状態にあることか

ら、そのあり方については見直すこととし、現在、教育委員会及び各学校では、より多く

の保護者や地域の方に音楽学習の発表を聞いていただくための方法等について検討してい

るところでございます。 

 教育委員会といたしましては、これからも文化・スポーツに限らず、頑張る子どもたち

をしっかりと応援してまいる所存でございます。 

 次に、２点目の学校教育について。市内小・中学校のいじめの認知件数についてでござ

いますが、今年度の２学期末までの認知件数は、小学校１０２件、中学校８７件でござい
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ます。 

 また、いじめがあった場合の対応でございますが、さきの１２月議会でも答弁いたして

おりますように、学校がいじめを認知した場合は、迅速に情報共有し、対応についての協

議を行うこととしております。 

 まず第一に、いじめを受けている児童・生徒の心の痛みや不安感に寄り添う等、心のケ

アを行った上で、いじめを行っている児童・生徒や周りの児童・生徒への指導をしており、

関係する保護者へも情報を提供し、いじめの解消に向けて組織的に対応することとしてお

ります。 

 また、いじめに係る行為がやんだ後も、引き続き、いじめを受けた児童・生徒やいじめ

を行った児童・生徒の様子を教員が日常的に注視しております。 

 防府市教育委員会では、防府市いじめ問題対策協議会を開催しており、各関係機関から

の参加者が市内における情報を共有し、いじめの根絶に向けて未然防止、早期発見、早期

対応等について協議しております。協議した内容につきましては、校長研修会や生徒指導

主任研修会等でしっかりと伝達し、各学校での実践に生かすことができるようにしており

ます。 

 今後も、いじめは絶対に許されないという強い信念のもと、いじめはどこの学校にも、

どの児童・生徒にも起こり得るという危機意識を持ち、組織的かつ継続的な取り組みがな

されるよう指導を行ってまいります。 

 次に、児童・生徒が落ち着かない状態となり、授業が成立しにくい状況になる、いわゆ

る学級崩壊の状況把握や対応についてお答えいたします。 

 学校では、学級崩壊の未然防止・早期対応のため、日ごろから校長や教頭が授業参観や

校内巡視を行い、各学校の様子を観察するとともに、週１回の生活アンケートや学級の満

足度等を把握するためのアンケートを定期的に実施し、よりよい学級づくりに取り組んで

おります。 

 そういった日々の取り組みの中で、学級崩壊の兆候が見られた場合には、校長、教頭や

生徒指導主任、学年主任等による緊急対策会議を開き、迅速かつ組織的な対応をしており

ます。また、教育委員会の指導主事も学校に出向き、きめ細かい対応や指導の徹底を図っ

ております。 

 学校においては、臨時の授業参観日などを設けて、保護者や学校運営協議会委員等が当

該学級の現状を把握し、問題点を共有して、具体的な対応策を協議するなど、学校と保護

者、地域が連携して対応しております。 

 これまでも、保護者や学校運営協議会委員が、授業支援等にかかわることにより、児
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童・生徒が落ち着きを取り戻した事例もございますし、一時的な教員の増員を県に要請し、

学級の立て直しを図った例もございます。このほか、状況に応じて指導主事による継続的

な支援や、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーの活用などにより、児

童・生徒の心のケア等も行っております。 

 今後も、これらの取り組みを継続し、生徒指導体制を充実させることにより、問題行動

等の未然防止や再発の防止に努め、市内全ての子どもたちが安心して学ぶことができる、

信頼される学校づくりを推進してまいります。 

 以上、御答弁申し上げました。 

 残余の質問につきましては、健康福祉部長より答弁いたします。 

○議長（松村  学君）  健康福祉部長。 

○健康福祉部長（林  慎一君）  私からは、３点目の人口減少の著しい中山間地域への

公立保育所の設置についてお答えをいたします。 

 このたび、議員が相談を受けられた地域の保護者の皆様には、大変な御不安、御心配が

あったことかと存じますが、市、保育協会、私立・公立保育所が連携・協力いたしまして、

ほぼ保護者の御希望どおりに保育所の受け入れ調整ができたところでございます。今後も、

万一、他地域において同様の事態が生じましても、現在、本市には保育施設が３０カ所ご

ざいますので、市、保育協会、私立・公立保育所が連携・協力し、しっかりと対応をして

まいりたいと考えております。 

 さて、議員お尋ねの、人口減少の著しい中山間地域への公立保育所の設置についてでご

ざいますが、本市では、平成２７年度に、防府市子ども・子育て支援事業計画を策定いた

しまして、教育・保育の提供区域の設定や提供体制の確保について定めておるところでご

ざいます。その中で新たな公立保育所の設置というのは難しいところでございますので、

認可保育所の定員増、そういったもので対応してまいりたいというふうに考えておるとこ

ろでございます。 

 また、私立、公立といった保育所の中で、メリット・デメリットということでございま

したが、保育技術等に遜色はないものというふうに考えておりますので、私立、公立問わ

ず、保育所それぞれがしっかりとその役割を果たしながら、市内全ての地域のお子様に対

し、質の高い保育を提供してまいりたいと考えております。 

 今後も、保護者の皆様に安心していただけるよう、市、保育協会、私立・公立保育所が

一体となって努めてまいりますので、御理解をお願いいたします。 

 以上、御答弁申し上げました。 

○議長（松村  学君）  ５番、牛見議員。 
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○５番（牛見  航君）  まずは１点、１番の防府市のスポーツ・文化教育の今後の方針

について、再質問させていただきます。 

 小・中学校音楽発表会というお話をいただきましたが、私のほうで個別に一つ心配にな

っている言葉があるのが、響け！防府ハーモニー、これの継続とか、今後の計画について

あれば教えていただければと思います。 

○議長（松村  学君）  総合政策部長。 

○総合政策部長（熊野 博之君）  御質問にお答えいたします。 

 響け！防府ハーモニー全国大会出場記念コンサートにつきましては、全国大会に出場し

た音楽団体が一堂に会し、毎年、公会堂において開催しており、昨年は１２月２日に５校

の参加で開催し、大変盛り上がったところでございます。 

平成３１年度は、公会堂が大規模改修により使用することができないことから、アスピ

ラートで開催する予定でございます。 

 なお、平成３２年度以降は、公会堂の大規模改修は完了しておりますので、これまで同

様、公会堂を会場として開催する方向で考えております。 

 以上でございます。 

○議長（松村  学君）  ５番、牛見議員。 

○５番（牛見  航君）  ありがとうございます。やはり今回、大幅に、池田市政になっ

て初めての予算編成ということ、そして、公会堂の改修工事ということが背景にあって、

こういった不安が出てきたものと思われます。引き続き、情報発信のほうもしっかりと、

正しい情報を広めていただくように、今後も御尽力いただければと思います。どうぞよろ

しくお願いします。 

 それでは、２番の学校教育について、学級崩壊・いじめ問題について感想を述べます。 

 私、今回伺った学校が、学級崩壊といじめを併発しているような学校でございました。

実際に学級崩壊になっている風景、随分もう対処が終わった後ということだったんですけ

ど、なかなか自分たちの学生時代では考えられないような場面や、暴力とかそういったも

のがないから、先生の体罰とか、そういったものも、もともとないのはないんでしょうけ

ど、少なくなってということで、そういったケースも出てくるんじゃないかなと思うんで

すが、そういったケースに関しても、山口県ともすぐに協力していただいて、すぐに対処

をされているということで、非常に迅速な対応をされているなという感想を受けました。 

 いじめ問題についても、いじめというものが、学校の先生が見ていないときに起こると

いうことがほとんどであるということでしたが、学校の先生が休み時間の間もきちっとバ

トンタッチするまで離れないというような工夫をされていたり、学校が終わってからも、
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その被害者である生徒さんのことをずっと目で追いかけて後押ししているというような努

力も伺えました。 

 こういったお話を今回、学校の先生や保護者の方、被害者の保護者の方々ともお話をし

たんですけど、本当にいたたまれない、悔しい思いでいっぱいです。結果的には、その生

徒さんは違う学校に転校するということでお話がもう進んではいるようです。 

 加害者の生徒さんというのは、それの親御さんにはなかなか正しい情報がいっていなく

て、そういった認識もされていないという現状もあります。被害者の方ばかりが高い費用

を払って、また別の学校に転校したり、保護者の方も負担が増える中で、加害者の生徒さ

んに対してのアプローチというものが、まだまだ現状弱いんじゃないかなと思います。大

変難しいケースだと思いますが、そちらのほうのフォローも、しっかり今後も進めていた

だければと思っております。よろしくお願いします。 

 ３番の人口減少の著しい中山間地域の公立保育園の設置について伺いましたが、今回、

保育士さんが急に退所されるということで、このように迅速な対応をいただきましたこと

に本当に感謝申し上げます。 

 ただ、こういったケースが今後起きる前、起きてからではなく、起きる前に対処いただ

くような連携というものが必要になるんじゃないかなと思います。もうちょっと早くわか

っていれば、もっとスケジュールをしっかり組んで、保育園の新しい制服やそういった準

備にも充てることができたんじゃないかなと思います。なかなか難しい問題ではあると思

いますが、そちらも事前の連携を引き続き進めていただければと思いますので、どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

 続いての質問に入らせていただきます。 

 本日、冒頭にイメージのお話をさせていただきましたが、今回情報発信課から情報政策

課に変更になります。さらなる情報発信の強化が期待されます。このイメージづくりとい

うものは非常に重要でありまして、テレビコマーシャルなどでは耳に残るキャッチコピー

などもあふれ、そのキャッチコピーがイコールその会社や商品のイメージにつながってま

いります。すぐにとは言いませんが、防府市といえば何々というようなイメージ戦略も同

時に進めていただければと思っております。 

 それでは、情報発信について質問させていただきます。 

 １、情報政策課の今後の取り組みについてお尋ねします。 

 今回新たに統合されました情報政策課について、以前より取り組まれている情報発信課

としての取り組みを含めて、データを含めた進捗状況、各種取り組みについて教えていた

だければと思います。また、新たに取り組む施策などありましたら、一緒に教えてくださ
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い。 

 ２、各課や防府観光コンベンション協会など、他団体との連携方法についてお尋ねしま

す。 

 情報政策課が情報を発信するという性質上、各課や他団体とも情報発信していく上で、

情報政策課がハブのような役割となり、各課や他団体との連携が重要になると思われます。

その連携方法についてどのように行っているか教えていただければと思います。 

○議長（松村  学君）  ただいまの質問に対する答弁を求めます。市長。 

        〔市長 池田  豊君 登壇〕 

○市長（池田  豊君）  牛見議員の情報発信についての２点の御質問にお答えいたしま

す。 

 まず、情報政策課の今後の取り組みについてでございます。 

 今年度新設された情報発信課では、市広報を中心とした各種広報媒体を活用し、市内外

に向けた効果的な情報発信に努めているところでございます。 

 具体的な取り組みを申し上げますと、市民の皆様に最も身近な広報であります市の広報

につきましては、昨年の７月以降、市民に愛される市広報を目指し、表紙を工夫しながら、

複数の課を連携させた特集記事を掲載するなど、内容の充実に努めております。 

 市広報をごらんになった市民の方からの評判も悪くないと伺っておりますし、葉物野菜

特集を掲載いたしました昨年１２月１日号が、日本広報協会の月刊広報２月号で、登別市

や伊勢市、また豊橋市などの広報紙とともに紹介されるなど、市内外、多方面から髙い評

価をいただいているところでございます。また、来月４月１日号からは内容の一層の充実

を図ることとしています。 

 また、この１月には、防府観光マスコットキャラクター「ぶっちー」をほうふ宣伝部長

に就任させ、可能な限り、イベントや行事へ参加させることとし、おもてなし観光課と連

携して、活動予定をホームページや市役所総合案内でお知らせするとともに、就任と同時

に開設した市の公式インスタグラムでその活動報告をしているところでございます。この

公式インスタグラムでの投稿は４０を超え、現在のフォロワー数は、２月１９日現在では

ございますけれども、１５７となっております。 

 また、公式フェイスブックにつきましては、今年度に入って約３３０の情報を投稿し、

開設以来５００を超える防府の魅力を発信し続けております。フォロワー数は現在

８００人を超えているところでございます。 

 新たに組織する情報政策課は、情報発信について、さらなる推進とＩＣＴ施策を総合

的・効果的に推進するため新設するものであり、今年度行いました市民アンケートの結果
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を踏まえた、市広報のリニューアルを実施するほか、各種広報媒体を効果的に活用し、市

内外に向けたさらなる発信力の強化を図ってまいります。 

 次に、各課や防府観光コンベンション協会など、関係団体との連携方法についてでござ

います。 

 現在、市広報特集記事の編集や地域情報番組の制作、ＳＮＳの投稿など、各広報媒体で

の発信に際しては、情報発信課と庁内各課との連携が必要不可欠であり、発信する素材の

選定・収集から、最終的な発信内容の確認まで緊密に連絡協議が行われております。 

 関係団体との連携につきましては、関係部局を通じまして、積極的な協力が得られてお

ります。例えば、市広報で連載しております、健やかほうふ２１計画の編集に当たっては、

健康増進課等を通して、防府医師会、医師、ピンクリボンの会、食生活改善推進委員さん

などに御協力をいただき、健康についてより身近に感じていただける記事を掲載すること

ができました。 

 特に、一般社団法人防府観光コンベンション協会との連携につきましては、協会に新年

度から新たに市職員を派遣するなど、同協会と本市がこれまで以上に強力な連携体制を構

築することといたしており、情報政策課との連携もより緊密になり、これにより防府の情

報発信力が増すものと考えております。 

 いずれにいたしましても、防府市が埋没することなく、存在感を示せるよう、私みずか

ら先頭に立ち、防府観光コンベンション協会をはじめとする関係団体と連携しながら、職

員が一丸となって防府市の魅力を市内外にしっかりと発信していく所存でございますので、

市議会の皆様におかれましても御協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 以上でございます。 

○議長（松村  学君）  ５番、牛見議員。 

○５番（牛見  航君）  御答弁いただきありがとうございます。 

 早速、市広報、市民の皆様から本当に大変評判がよく、防府市が変わったねと多くの声

をいただいております。 

 また、コンベンション協会会長さんともお話しましたが、お金を回してくれないなら人

を回してくれと要望したとお話をされておりましたが、実にすばらしい取り組みじゃない

かなと思います。 

 情報というものは、やはり連携というのがすごく重要になります。こういった取り組み

が実を結ばれることを本当に祈念しております。 

 ＳＮＳだけではなく、先ほどの市広報、また、市広報などの紙媒体、ラジオ、テレビな

どございます。そういった各種メディアを一緒に、同時に公開していくようなクロスメデ
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ィアという戦略がございます。クロスメディア戦略をしっかり意識しながら、総合的な情

報発信、せっかく情報政策課というものができましたので、総合的な発信ができるような

取り組みを進めていただければと思っております。 

 やはり、冒頭、きょうはイメージのお話などもさせていただきましたが、キャッチフ

レーズだったりイメージ、そういったものはすごく重要でございます。意外と軽視されて

しまうんですが、土木や、ああいった方々の研修というのはすごく重要に取り組まれるか

もしれませんが、情報発信において職員さんへの研修、この間委員会でもお話を聞かせて

いただきましたが、研修もしっかり行っているというお話ではございましたが、もっと専

門的な情報発信への取り組みという部分においては、まだまだ研修や勉強というものをす

る機会を与えていただくことというのは、すごく重要じゃないかなと思いますので、引き

続き、この情報政策課の皆さんが情報発信を上手にしていくための取り組みについて後押

しをいただければと思います。 

 最後に、ぶっちー宣伝部長、大変な御活躍でございます。どこにいてもお会いしまして、

気さくに手を振ってくれます。ぜひ来年度は、この情報発信について、ぶっちー宣伝部長

に答弁いただければなと思っておりますので、それも含めて前向きに取り組んでいただけ

ればと思います。 

 私からは以上になります。ありがとうございました。 

○議長（松村  学君）  以上で、５番、牛見議員の質問を終わります。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（松村  学君）  次は、２番、山本議員。 

        〔２番 山本 久江君 登壇〕 

○２番（山本 久江君）  おはようございます。「日本共産党」の山本久江でございます。 

 それでは、通告の順に従いまして質問をさせていただきます。誠意ある御回答をどうぞ

よろしくお願いをいたします。 

 まず、中小企業の支援にかかわり、市内経済の好循環化と商業環境の整備を図るための

店舗リフォーム助成事業の継続実施についてお尋ねをいたします。 

 池田市政になって初めての当初予算案である平成３１年度の予算案では、子どもから高

齢者まで笑顔と笑い声の絶えない、明るく元気で豊かな防府市の実現に向けて、重点施策

の推進、地方創生に向けた取り組みの推進、持続可能な行財政基盤への転換という３つの

基本的な考え方のもとに予算が編成されたと、こういうふうに説明がなされております。 

 財政状況の厳しさが強調される中で、部単位での枠配分方式の導入によりまして、事業

の見直しが行われ、その結果、休廃止した事業４９事業、縮小した事業３９事業、一方で、
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新規事業が５１事業、拡充された事業は２９事業となっております。この中で、店舗リフ

ォーム助成事業は、廃止事業とされております。 

 防府市中小企業振興基本条例の基本理念から照らしても、事業実施に向けての関係団体

からの御要望や事業実施後の実績から見ても、また、平成２９年度行政評価調書では、こ

の事業が地域の活性化につながる事業であるため、今後も継続するとの評価がなされてい

る点からしても、事業廃止は全く納得いかないものでございます。 

 何よりも店舗リフォーム助成事業を活用し、店舗を改装して本当に助かったと、また元

気に仕事を続けていこうと思う、こういった事業者の方々の声がこの事業の継続の必要性

を語っているのではないでしょうか。 

 店舗リフォーム助成事業は、利用者が喜び、店舗改装などは市内の業者に仕事が回り、

市内共通商品券が市内の商店で使われて、市内にお金が循環をしていく仕組みを構築して

きたわけでございます。その流れは、市の税収へとつながり、この事業は予算的にも、私

は決して大きな事業だというふうに思えませんけれども、市内経済及び地域の活性化に寄

与する大事な事業となっております。 

 この事業が新年度で廃止されるその理由とはどういうことでしょうか。また、平成

２７年度にまちなか店舗リフォーム助成事業として、まちなかの商業地域のみを対象エリ

アとしてスタートし、翌年には、地域を市内全域に拡充されてから今日まで、事業実績は

どのようになっているのか、平成２７年度から年度別に助成件数、助成金額、事業費をそ

れぞれ御答弁をお願いをいたします。 

 事業が実施されることで、市長の言われる市民の笑顔が生まれ、市が元気になるわけで

す。再度、事業が継続するよう検討されることを願いまして、御答弁をお願いをいたしま

す。よろしくお願いいたします。 

○議長（松村  学君）  ２番、山本議員の質問に対する答弁を求めます。産業振興部長。 

○産業振興部長（赤松 英明君）  中小企業の支援についての御質問にお答えいたします。 

 議員お示しの店舗リフォーム助成事業につきましては、平成２７年度に事業費全額が補

助される国の地方創生先行型交付金を活用し、まちなかの商店や飲食店、空き店舗等のリ

フォームを促進するため、商業地域等のエリアを対象に開始したもので、平成２８年度か

らは単独事業として、対象エリアを市内全域に広げて実施してきたものでございます。 

 事業の実績につきましては、まちなか店舗を対象とした平成２７年度は、助成件数

３４件、市内共通商品券による助成金額約６３０万円、対象としたリフォーム等の事業費

は約１，６５０万円となっております。 

 市内全域を対象とした平成２８年度は、助成件数４９件、助成金額約９１０万円、対象
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とした事業費約２，８１０万円でございました。 

 平成２９年度は、助成件数５８件、助成金額約１，０４０万円、対象とした事業費は約

３，８１０万円となっております。 

 今年度は見込みとなりますが、助成件数が５８件、助成金額約１，０８０万円、対象と

した事業費は約４，０７０万円となっております。 

 この事業の継続実施についてのお尋ねでございますが、新年度予算編成において、限ら

れた財源の中で、時代に合ったよりよい中小企業振興施策を構築する中で見直したもので

ございます。 

 重点施策である産業の振興を図る中小企業支援施策については、商工会議所等の関係団

体としっかり連携して、複雑化・高度化する経営課題等に立ち向かう中小企業者等をしっ

かりサポートできる事業であること、また、新たな取り組みにチャレンジする中小企業者

等への応援ができる事業であることを基本的視点として検討を行いました。 

 店舗リフォーム助成事業につきましては、市内施工業者への発注や市内共通商品券の配

布による市内経済の循環効果は認識しておりますが、助成事業が誘発したリフォームか否

かが定かでなく、さらに、リフォームをすることによる売上向上等の効果や、助成した市

内共通商品券が与える事業活動への効果が、中小企業支援施策としては明確に見込めない

ことから廃止としたものでございます。 

 新年度予算におきましては、地域経済をリードする防府商工会議所が中心となって、中

小企業者等への相談対応や情報提供等を担う（仮称）防府市中小企業サポートセンターの

設置や、山口県等と連携した地場産品の東京等への販路開拓支援、創業者への融資制度の

拡大など、多くの中小企業者等への支援事業を計上したところでございます。 

 今後、商工会議所、市内金融機関、やまぐち産業振興財団等の中小企業支援機関と一体

となって、また、県とも連携しながら、本市産業力の向上につながる中小企業振興策を推

進してまいる所存でございます。 

 以上、御答弁申し上げました。 

○議長（松村  学君）  ２番、山本議員。 

○２番（山本 久江君）  御答弁いただきましたけれども、今、数値を拾ってみますと、

事業は４年間で１９９件の利用、約３，６６０万円の助成に対して、総事業費は約１億２，

３００万円でございます。経済効果も生まれていると思います。 

 防府市中小企業振興基本計画の中では次のように書かれてあります。中小企業が本市の

地域経済を支える重要な存立基盤であることを明記をいたしておりますが、人口減少をは

じめとして、本市を取り巻く経済社会の構造変化の中で、従前からの中小企業振興の基本
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的な考え方である成長発展に加え癩癩これが大事なんですけども癩癩事業の持続的発展を

新たな基本的な考え方に捉えて、諸施策が作成をされております。 

 重点施策の第一に掲げ上げられたのは、経済の地域内循環の促進でございます。ここで

は、中小企業者間の連携を深めて、本市が持つ地域資源や雇用、消費を結びつけて、地域

内で生産された製品、あるいはサービスを積極的に消費をして、資金を地域内に循環させ

る地域内循環に取り組むことが必要であるとしております。基本計画の中ではそういう観

点でございます。 

 今回、時代に合った新年度予算を組んだというふうなことですが、私は、まさに、この

地域内循環をどう進めていくのかが、新年度に問われていかなければならないというふう

に感じております。専門家も地域発展の決定的要素は地域内再投資力の量的・質的形成で

あるというふうに答えておりまして、地域内にある企業や商店、あるいは農家や協同組合

など、いわゆる経済主体が毎年地域に再投資を繰り返すことで、そこに仕事と所得が生ま

れて、生活が維持拡大されると専門家も述べておられます。 

 店舗リフォーム助成制度は、対象工事を市内施工業者に限っております。そして、助成

の市内共通商品券は、市内の店で使用されて、ひいては市の税収へとつながる、まさに循

環型で地域振興を図る典型的な制度でございます。利用者にも施工者にも、また商店や自

治体にも、三方よしどころか、四方よしで喜ばれる制度として定着をしてきた制度でござ

います。 

 池田市政初めての予算でございます。政治姿勢にかかわることでもございますので、市

長に、以下、３点ほどお尋ねをさせていただきたいと思います。 

 この基本計画が３２年度までですが、突然廃止となりました。この制度が持つ意味、今、

私るる申し上げましたことですけれども、どのように認識されていたのでしょうか、その

点お答えをお願いをいたします。 

○議長（松村  学君）  市長。 

○市長（池田  豊君）  どのように認識しているかという御質問でございます。先ほど

産業振興部長のほうが答弁しましたように、この店舗リフォーム助成事業は、市内事業者

へのリフォーム発注が条件であること、助成する市内共通商品券が市内の店舗で利用され

ることによりまして、市内の経済循環というか、一定の効果があることは私も認識してお

ります。 

その上で、財源にも限りがあることから、新年度予算として見直しをして、中小企業振

興施策については、関係機関や関係団体との意見交換、また関係団体等からの要望もしっ

かりと受けとめた上で、限られた財源の中で最大限の効果が図れる施策として、現在、御
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提案をしておるとこでございます。 

○議長（松村  学君）  ２番、山本議員。 

○２番（山本 久江君）  限られた財源の中で、もちろんそうでしょう。しかし、この制

度が地域内循環をしっかり進めることで、市財政にも影響を与えるという、こういう制度

でございますので、その点はもう一度考え直していただきたいと思います。 

 群馬県高崎市は、この制度の先進地でございます。国や県の施策を待たずに、まちづく

りに関する施策はできることは何でもやる、それもスピード感を持ってやる癩癩どこかで

聞いたような言葉ですけれども、それもスピード感を持ってやるという、こういう姿勢で

市内商工業者の仕事を増やし、経済活動を活性化させて、雇用確保、それを原動力として

市民が安心して暮らせるまちづくりを実現させる、その一事業がこの高崎市では、まちな

か商店リニューアル助成事業であると聞きました。防府市でいえば、この店舗リフォーム

助成制度でございますけれども、ここの高崎市の実績を聞いてみますと、平成２９年度ま

での５カ年の申請件数が２，４００件を超えて、総事業費は約４０億円の実績だというふ

うに聞いております。 

 スピード感を持って廃止されたのが防府市でございます。この制度は、導入前から、執

行部のほうでも先進地の状況を調査をして、そして、何よりも市民や、それから各商工団

体からの御要望も出され、そして、しっかりと市民の声を聞かれた結果の事業実施、事業

スタートでございました。 

 今、廃止に驚きの声が挙がっております。池田市長さんは、しっかりと市民の声を聞く

というのが政治姿勢であったと思いますが、この件にかかわりいかがでございましょうか、

そのあたりの御見解、よろしくお願いいたします。 

○議長（松村  学君）  市長。 

○市長（池田  豊君）  私は、今のしっかり聞いたかということだと思いますけれども、

私いろんなところでお話を伺っておりますし、要望したいという方はお断わりすることな

く、全て今回の予算につきましては、お会いさせていただいて、直接伺っております。そ

の上でしっかりと聞いた上で、住宅リフォームとかは継続しておりますけれども、しっか

りと聞いた上で、限られた財源の中で、中小企業政策として、いかにいいかということを

考えましたんで、その一方で、今回いろんな施策もやっておりますけれども、トータルの

中で評価していただければと私は思っております。 

○議長（松村  学君）  ２番、山本議員。 

○２番（山本 久江君）  しっかりと聞くというのは非常に政治姿勢としては大事なんで

すけれども、この住宅だけではなくて、店舗リフォーム助成制度が持つその意味というの
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は、市内の中小企業の方は大変よく御存じでございます。改めてこの意見をしっかりと聞

いていただきたいというふうに思っておりますが。 

２月１８日に開催されました防府市中小企業振興会議の資料を見ましても、店舗リフ

ォーム助成制度は新規事業であるチャレンジほうふ中小企業成長発展事業の中に入るよう

なことが示してありました。しかし、それは、「（仮称）防府市中小企業サポートセン

ター」の設置と相談内容が主でありまして、店舗リフォーム助成制度の内容がそのまま入

ったわけではございません。市内にお金が循環していく、この仕組みを構築したこの制度

は、私はさらに充実をさせていくことが求められていると思います。その意味で、市長さ

んは、余りやる気がないような御答弁でございましたけれども、年度途中でも、もっと業

者さんの声を聞いていただきまして、さらに検討をしていく、年度途中でも検討していく

お考えがあるのかどうか、そのあたりの御見解をお示しいただけたらと思います。 

○議長（松村  学君）  市長。 

○市長（池田  豊君）  平成３１年度当初予算は、予算編成方針で申し上げましたけれ

ども、年間総合予算としてつくっております。この間申し上げましたように、現状、昨年

お示ししました財源不足を１７億円に圧縮するという目標が私は達成できておりません。

そうした中で、年度途中での国の経済対策等、いろんなものあればまた別でございます。

災害等があれば、それもやりますけれども、これにつきましては、計画達成できなかった

ということもございますけれども、なかなか途中で補正は困難だと考えております。 

○議長（松村  学君）  ２番、山本議員。 

○２番（山本 久江君）  御回答は困難だということでございました。本当に残念でござ

います。この制度は、議会が中心となって制定をいたしました中小企業振興基本条例の重

点施策の１つである経済の地域内循環を具現化した施策なんです。思いつきでこの事業が

提案され、そして実施されたわけではありません。全国的にも事業名こそさまざまですけ

れども、こうした制度は広がってきております。 

 こうした中で、財政が厳しいからという理由で廃止する、市の中小企業振興に対する私

は姿勢が問われているというふうに思います。 

 しかも、これまでさまざまな立場で議論をして、積み上げてきて、実績もある中で、ま

た、廃止の経過もわからない、議論の経過もわからない、そうして事業が取りやめになる。

これでは、市民は市政に期待が持てません。ぜひ事業が再検討をされるように要望いたし

まして、時間もありますので、この項は終わりたいと思います。非常に業者の方々は残念

に思っておられると思います。地域内循環ということを、経済の地域内循環ということを、

市の条例に基づいて再度検討していただきたいと思います。 
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 続きまして、質問の２点目は、子育て支援についてでございます。 

 まず、子どもへの虐待防止の取り組みについてお尋ねをいたします。 

 厚生労働省の調査によりますと、平成２８年度における児童相談所の虐待相談件数は

１２万２，５７５件と年々増加の一途をたどり、平成１１年度と比較しても、約１０．

５倍の件数となっております。さらに、児童虐待により年間約８０人の子どものかけがえ

のない命が失われております。最近も、千葉県野田市の１０歳の女児が虐待で命を失い、

山口市でも生後２カ月の乳児が虐待で亡くなりました。 

 どうして子どもの命を救えないのか。今、国や自治体、関係機関が一体となり、総力を

挙げて子どもの命を守り、子どもが虐待で亡くなるような痛ましい事件が二度と起こらな

いよう対策の強化が図られなければなりません。 

 昨年７月、国において、児童虐待防止対策の強化に向けた緊急総合対策が出されました

が、この中で、全ての子どもが暮らす場所や年齢にかかわらず、地域でのつながりを持ち、

虐待予防のための早期対応から、発生時の迅速な対応、虐待を受けた子どもの自立支援等

に至るまで、切れ目のない支援を受けられる体制の構築を目指すとされております。 

 児童虐待の未然防止や早期発見、対応を図るため、市の役割、責務が児童福祉法や児童

虐待防止法等で規定されております。その中で市は、虐待を含めた子どもに関する相談の

第一義的窓口となって虐待の発生予防等を図り、通告があった場合に、児童の安全確認措

置を講ずることが求められております。 

 そこでお尋ねをいたします。市への児童虐待にかかわる相談件数はどのようになってい

るのか、また、虐待相談の内訳についてもお示しください。 

 さらに、今後の対策として、虐待予防のための早期対応から発生時の迅速な対応、虐待

を受けた子どもの自立支援などに至るまでの切れ目のない支援を受けられる体制をどのよ

うにつくっていくのか、どういうお考えか御答弁をお願いをいたします。よろしくお願い

いたします。 

○議長（松村  学君）  ただいまの質問に対する答弁を求めます。市長。 

        〔市長 池田  豊君 登壇〕 

○市長（池田  豊君）  山本議員の御質問にお答えいたします。 

 子どもの虐待防止の取り組みについての御質問のうち、私からは、児童虐待に係る支援

体制についてお答えをさせていただきます。 

 昨今、全国において、痛ましい児童虐待による事件が起こる中、私は早期発見と早期対

応、虐待を受けた児童の自立支援等は一貫して取り組むべき重要な課題と認識しておりま

す。 
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 まず、児童虐待に対するこれまでの本市における支援体制につきましては、平成１８年

度にこども相談室を設置し、専門的に相談にかかわる保健師及び保育士、さらに心理士の

資格を持つ、こども家庭相談員を配置し、子どもとその家庭、妊産婦等からの相談や虐待

通告への対応に取り組んでまいりました。 

 しかしながら、本市においても、平成２９年５月に幼い子どもが亡くなる事件が発生し、

また児童虐待に対する相談など、依然として増加傾向にあるため、私としましては、早急

に児童虐待に対する支援体制を充実することといたしました。 

 その内容といたしましては、児童虐待の発生防止と在宅支援の強化を図るため、平成

３１年度からは、こども相談室の機能を強化し、こども家庭総合支援拠点として、子ども

とその家庭などの相談全般から、在宅支援を中心とした、より専門的な相談対応を行って

いくこととし、本議会において、そのために必要な予算を計上し、御審議をお願いしてい

るところでございます。 

 具体的に申し上げますと、これまでのこども相談室の職員に加え、児童に関する相談対

応、支援や指導、他機関との連携を行う子ども家庭支援員を配置するとともに、虐待相談

対応や虐待が認められる家庭等への支援、関係機関の連携を行う虐待対応専門員を新たに

配置いたしております。 

 また、福祉、保健、医療、教育等の関係機関と連携を図りながら、妊娠期から子どもの

社会的自立に至るまでの包括的・継続的な支援に努めてまいります。 

 児童虐待は社会全体で解決すべき課題であることを認識し、虐待予防はもとより、早期

発見と早期対応から虐待を受けた子どもの自立支援等に至るまで、切れ目のない支援体制

を構築し、二度と痛ましい事件が起こらないよう、今後もしっかりと取り組んでまいりた

いと思っております。 

 以上、御答弁申し上げました。 

なお、残余の御質問につきましては、担当部長のほうから答弁させます。 

 以上でございます。 

○議長（松村  学君）  健康福祉部長。 

○健康福祉部長（林  慎一君）  私からは、児童虐待にかかわる相談件数とその内訳に

ついてお答えをいたします。 

 まず、こども相談室における平成２７年度以降の過去３年間の児童虐待にかかわる相談

の受理人数及び延べ相談回数につきましては、平成２７年度は４７人、延べ相談回数

８６８回、平成２８年度は７５人、延べ相談回数１，０２５回、平成２９年度は４９人、

延べ相談回数９４５回となっております。 
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 また、平成３０年度現在、２月２１日時点でございますが、虐待相談につきましては、

受理人数が７２人で、その内訳は、心理的虐待が３１人、身体的虐待が９人、ネグレク

ト癩癩育児怠慢・拒否等でございますが、これが３１人、性的虐待が１人となっておりま

して、依然として高い水準になっておるところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（松村  学君）  ２番、山本議員。 

○２番（山本 久江君）  本当に相談件数聞きまして驚きました。大変な状況があるのだ

なということを改めて認識をいたしました。 

 昨年７月に出されました国の児童虐待防止対策の強化に向けた緊急総合対策、この中で

は、市町村において、こども家庭総合支援拠点の設置促進を図るということが述べられて

おりまして、市町村職員の専門性の強化を進めるといたしております。市町村において、

効果的・効率的に、かつリスクの程度に応じて適切に相談支援ができる体制を構築してい

くこと、このことも触れられております。専門性の強化、これが非常に大事だというふう

に感じておりますが、また、その経験も問われるということだと思いますが、必要な体制

をどう確保されていくのか、最初の御答弁でも若干触れられましたけれども、もう少し立

ち入ってお尋ねいたします。 

○議長（松村  学君）  健康福祉部長。 

○健康福祉部長（林  慎一君）  お答えをいたします。 

 こども家庭総合支援拠点の専門性の確保につきましては、子ども家庭支援員、虐待対応

の専門員として、経験豊かな保健師、助産師、それから、心理士などの専門職の配置に努

めてまいりたいと考えておるところでございます。また、県内外における研修を計画的に

受講させまして、支援拠点に配置する職員の資質の向上についても図ってまいりたいとい

うふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（松村  学君）  ２番、山本議員。 

○２番（山本 久江君）  次に、児童虐待の早期発見、早期対応として、乳幼児健診の未

受診者、それから、未就園、不就学等で福祉サービス等を利用していないなど、関係機関

が安全を確認できていない子どもの情報、これをしっかりとつかんでいくことが必要だと

思いますが、その意味では訪問などの支援が必要だと感じております。現状はどのように

なっているのか、その点を教えていただけたらと思います。 

○議長（松村  学君）  健康福祉部長。 

○健康福祉部長（林  慎一君）  お答えをいたします。 
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 保健センターのほうでは、現在、１カ月、３カ月、７カ月の乳児健康診査と、１歳６カ

月児、それから３歳児、その幼児健康診査を実施しておるところでございますが、未受診

の場合は、受診勧奨を行っておるところでございます。健診未受診の場合は、まず郵送で

次回の健診日を御案内して、それでも連絡がとれない場合や受診できていない乳幼児の家

庭には、地区担当の保健師が家庭訪問を行い、健診のお誘いのほか、乳幼児の安否や育児

状況について確認をいたしております。平成２９年度に健康診査未受診のため、家庭訪問

を行った件数は２４件ございました。 

 次に、未就園の幼児への対応ですが、乳幼児相談や乳幼児健診などで把握した育児状況

や子どもの発達の様子で、支援が必要なケースには、保健師や管理栄養士が家庭訪問を行

いまして、母子保健の育児教室や地域の育児サークルなどの利用につなげておるところで

ございます。その中で、年中や年長の年齢になっても就園していないといったケースにつ

きましては、保健師の家庭訪問や養育支援訪問事業などによりまして、就園を勧めるとと

もに、育児支援をしているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（松村  学君）  ２番、山本議員。 

○２番（山本 久江君）  ここで教育委員会にお尋ねをいたしますが、文部科学省は、長

期学校を欠席している子どもにつきまして、明確に虐待が疑われるケースでなくても、学

校が状況確認、また、児童相談所への情報提供等、積極的な対応を求める検討に入ったと

いうふうに報道されておりますけれども、教育委員会として、長期欠席している子どもへ

の対応はどのようになされているのか、御答弁をお願いいたします。 

○議長（松村  学君）  教育長。 

○教育長（江山  稔君）  今、長期欠席している者への対応ということを聞かれました

が、学校のほうでは、欠席生徒についての把握で、１日目、２日目、３日目で、ワン、

ツー、スリーというか、そういう感じの対応のマニュアルがありまして、学校への連絡、

そして、２日目、３日目等には家庭訪問をするという形で対応するというふうに決まりが

ありますので、そういったことで対応しております。 

○議長（松村  学君）  ２番、山本議員。 

○２番（山本 久江君）  長期欠席している子どもたちの、それぞれの置かれている状況

をしっかりと把握をしていくこと、これが、やはりとても大事だというふうに思いますの

で、さらに充実をさせていかれるようにお願いいたします。 

 千葉県野田市の例でも強調されましたけれども、最初の御答弁でも若干触れられたんで

すが、関係機関との連携強化、これが新たな課題といいますか、大変重要な課題として提
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起をされております。この点では、今後一層、強化されていくお考えでしょうけれども、

もう少し詳しく教えていただけたらと思います。 

○議長（松村  学君）  健康福祉部長。 

○健康福祉部長（林  慎一君）  お答えをいたします。 

 本市では、関係機関と連携いたしまして、要保護児童等を早期に発見し、適切な保護を

図るため、平成１８年１２月、要保護児童対策地域協議会を設置いたしておるところでご

ざいます。本協議会は、警察署、児童相談所、健康福祉センター、教育委員会、学校、幼

稚園・保育園、医師会や民生委員児童委員協議会など、２６の関係機関で構成しておりま

す。 

 こども相談室は、これら多数の関係機関の円滑な連携や役割分担の調整を行うために、

調整機関として各種会議を定期的に開催しておるところでございます。 

 要保護児童の支援に関するシステム全体の検討等を行う代表者会議、それから、定期的

な情報交換を行い、個別ケース検討会議などで課題となった点のさらなる検討等を行う実

務者会議、要保護児童の事例の進行管理を行うミニ実務者会議、それから、個別ケース検

討会議といったものを開催し、連携を図っております。 

 今後も、その連携の強化について努めてまいりたいと考えておるところでございます。 

○議長（松村  学君）  ２番、山本議員。 

○２番（山本 久江君）  最後のお尋ねでございますけれども、児童虐待の問題は大変国

民的なもう課題となっているような状況でございますが、市民向け児童虐待防止のための

リーフレットなどの作成、あるいは配布、そして、ホームページ等の充実など、児童虐待

防止の啓発活動、これが非常に大事だと思っております。この点は、どのように今後進め

ていかれるのか、現状も踏まえながら御答弁をお願いしたいと思います。 

○議長（松村  学君）  健康福祉部長。 

○健康福祉部長（林  慎一君）  議員御指摘のとおり、市民に児童虐待防止の啓発、Ｐ

Ｒをすることは、地域で子どもを見守り、地域で子どもを育てる文化の醸成を行っていく

ことの観点から、大変重要なことだと認識をいたしております。 

 本市では、厚生労働省作成の「子どもを健やかに育むために～愛の鞭ゼロ作戦～」、そ

れから「未来へと命を繋ぐ１８９（いちはやく）」ほか、子どもの虐待を題材にしたパン

フレットを子育て支援課の窓口に設置するとともに、幼稚園・保育園、それから、子育て

支援センターにお願いして、保護者への配布をお願いしておるところでございます。 

 そのほか、保健センターで実施いたします１歳６カ月児健康診査や３歳児健康診査の機

会に、保護者への配布も行っております。 
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 さらに、１１月の児童虐待防止推進月間に合わせまして、市広報で児童虐待の基礎知識

を掲載しているほか、窓口にオレンジリボンのモニュメントを飾りまして、児童虐待の防

止の啓発も図っております。また、１２月の１カ月間、オレンジリボンで飾ったクリスマ

スツリーをこども相談室の窓口に設置をして啓発をいたしております。 

 今後とも、市民の皆様へ、より効果的な啓発に努めてまいりたいと考えておるところで

ございます。 

 以上でございます。 

○議長（松村  学君）  ２番、山本議員。 

○２番（山本 久江君）  ありがとうございました。児童虐待の問題は、その背景となる

経済的な問題や、しつけと称して体罰を行うことなど、今後、考えていかなければならな

い課題が山積をいたしております。国においては、法改正も含め今、議論が行われており

ますけれども、市において、新年度からの新たな体制で、より一層の取り組みがなされる

ことを期待をいたしまして、この項を終わりたいと思います。 

 最後になりますが、全国の約９割の自治体で実施されております義務教育修了までの子

ども医療費無料化制度について、市の事業実施に向けての御見解をお尋ねをいたします。 

 市民要望の多い中学生までの医療費無料化につきましては、これまでもさまざまな視点

からその必要性について述べ、その実施を求め、昨年の７月議会でも一般質問をさせてい

ただきました。そのときの執行部の御答弁は、要望が大変高い施策と認識をしているが、

恒久財源の確保が課題である。子どもの医療費に対する支援は、市全体の施策の中で、将

来を見据えて検討したいと、こういうことでございました。 

次代を担う子どもが健やかに育つことは、活力ある社会を形成するために欠かせないこ

とでありまして、少子化が進行する中で、子育て支援の充実を施策の大きな柱として多く

の自治体が取り組んでおります。子育て世帯にとって経済的負担の軽減は切実でありまし

て、その要望に応えて、安心して子育てができる関係をつくることは喫緊の課題であり、

まさに防府市の未来への投資だと私は思います。 

 厚生労働省が毎年、全国の地方自治体の乳幼児等医療費に対する援助の実施状況をまと

めて公表をいたしております。最新版で平成２９年４月１日現在の資料を見ますと、１，

７４１自治体のうち、中学生までの医療費負担の軽減を行っている自治体は、もちろんこ

の中には高校生やそれ以上の助成を行っている自治体も当然含めておりますけれども、入

院の場合で１，６４６自治体、９４．５％に達します。通院の場合で１，５００自治体、

８６．１％となっております。しかも、この調査以後、無料化はさらに進んでいる状況で

ございます。 
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 多くの地方自治体は、財政的にも苦労をしながらも、中学生までの医療費無料化を実施

をし、例えば、兵庫県明石市は、ほかの子育て支援策も充実していることから、子育て世

帯が転入をしてくる、そのために人口が増えて、その分、税収増も図られたと伺っており

ます。 

 財政難を理由に実施できない防府市でございますが、全国の自治体の実施状況の前に、

なぜこれほどおくれているのか疑問の声すら寄せられております。７月議会の答弁以降、

どのように検討されたのか。全国に追いつき、防府市の中学生も医療費の心配なくお医者

にかかれるようになるのかどうか、市民は注目をいたしております。実施に向けての御答

弁がいただけるよう、よろしくお願いをいたします。 

○議長（松村  学君）  健康福祉部長。 

○健康福祉部長（林  慎一君）  義務教育修了までの子どもの医療費無償化制度につい

て御質問にお答えをいたします。 

 さきの７月議会でも申し上げましたとおり、本市では、保護者の所得制限を設けること

なく、小学校６年生までの医療費の無償化を実施しておりまして、県内では髙い水準の支

援を行っておるところでございます。また、子どもの医療費無償化につきましては、市民

の皆様の要望が大変強い施策であると認識しておりますので、厳しい財政状況ではござい

ますが、平成３１年度も引き続き、所得制限を設けることなく、小学校卒業まで無償化を

継続することとし、本議会に係る予算を計上し、御審議をお願いをしておるところでござ

います。 

 議員御提案の義務教育修了までの子どもの医療費無償化の拡大でございますが、これに

つきましては、全ての財源を市費で賄う必要があることから、大変厳しい財政状況の中、

難しいというふうに考えておるところでございます。御理解のほどよろしくお願いいたし

ます。 

○議長（松村  学君）  ２番、山本議員。 

○２番（山本 久江君）  もう愕然としているんですけどね、再質問をさせていただきま

す。 

 昨年の５月１日現在で、防府市の中学生は２，７６８人、前年よりも１２３人減ってき

ております。この中学生の疾病状況が定期健康診断の結果として毎年公表されております

が、全国平均と比較して大変悪い状況があるというのを見させていただきまして、今御紹

介いたしますけれども、疾病状況御紹介いたします。披露いたしますが、例えば、防府市

の中学生は、平成２９年度定期健康診断において、耳鼻咽喉、耳の疾患、これが全国平均

４．４８％ですが、防府市は８．４５％、それから、副鼻腔疾患、これは、全国は１１．
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２７％ですけれども、防府市は２３．６７％、それから、歯ですが、齲歯の未処置、これ

が、全国が１６．２１％ですけれども、防府市は３１．９２％と、児童・生徒の疾病状況

が公表されるたびに、こういう状況を何とかしていかなければならないなというふうに感

じております。 

 最初に、義務教育修了まで実施をするとどの程度の予算が必要となるのか、前回お尋ね

をいたしましたけれども、改めてお聞きしたいと思います。 

○議長（松村  学君）  健康福祉部長。 

○健康福祉部長（林  慎一君）  お答えをいたします。 

 小学生の子ども医療費の実績額でございますが、これが、約１億８，０００万円ですの

で、中学生の受診率は、小学生までと比べると若干低くなりますので、所得制限をしなか

った場合、約８，０００万円というふうに見込んでおるところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（松村  学君）  ２番、山本議員。 

○２番（山本 久江君）  どの自治体も財政的に楽だというところはなかなかありません。

県内で平成２９年度、市町の主要財政関係指標見させていただきましたけれども、それぞ

れの自治体の厳しさが伝わってまいります。しかし、そうした中でも、子育て支援策の重

要な柱である経済的支援の１つ医療費助成について、将来を担う子どもたちへの支援を高

校卒業まで広げている自治体もございます。 

 全国的には９割を超える自治体で中学生までを視野に取り組んでいるわけです。その状

況を見るときに、防府市の財政状況をもって、厳しいから実施できないと言えるでしょう

か。どこの自治体も本当に厳しい財政運営です。その中でも何に力を入れていくのか。こ

のことが問われていると思います。ぜひ検討をお願いをしたいと思います。 

 あわせて質問をいたしますが、私は、こうした制度というのは、県や国の姿勢も非常に

大事だというふうに感じております。山口県は、子ども医療費助成制度を２００４年以来

据え置きまして、２００９年には一部負担金の導入を行いました。大変な批判が出たわけ

ですけれども、その結果、総合的な水準は全国で４０番目と言われております。県の制度

を拡充していただいて、もっと市町を応援していただく、さらに国に対しては、こうした

制度が創設されるよう要望を行っていただきたい、こういうふうに考えておりますけれど

も、この辺ではいかがお考えでしょうか。 

○議長（松村  学君）  市長。 

○市長（池田  豊君）  義務教育まで、あと３年まで拡充したらという御質問だと思い

ますけれども、昨年の７月の市議会でも答弁させていただきました。私も、思いは議員と
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一緒でございますけれども、市の財政状況を見たらとてもできないから、選挙戦でも公約

から入れようと思ったけど外したというふうに、ざっくばらんにそのとき答弁させていた

だいたと思いますけども、その思いは今も一緒でございます。 

 そうした中で、今回の予算編成につきましても、例えば、一般財源は２７１億円ござい

ます。しかしながら、その中で、社会保障費や人件費もろもろを引いて、もう歳出が決ま

ったものを除けば、基金の繰り入れを除きますと、残り４２億円ちょっとしかございませ

ん。その中で、現状、今、医療費助成に３億円を今投入しているというか、充てていると

ころでございます。 

 そうしますと、やっぱりなかなかほかの施策にも大きい影響を与えますので、現状を維

持するのが精いっぱいだというふうに考えております。あくまでも、思いは議員と一緒で

ございますけれども、そういう状況でございます。 

 それから、国や県への要望ということでございました。私は、個人的には、これは全国

統一で国でやるべきものじゃないかとも思っておりますので、国のほうにいろんな機会が

あれば、しっかりと要望していきたいと思っております。 

 また、特にいろんなもので、厚労省のほうのいろいろな指導もございますけれども、し

っかりと要望していきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（松村  学君）  ２番、山本議員。 

○２番（山本 久江君）  もう時間がありませんが、全国の自治体も財政状況大変厳しい、

もう防府市よりももっと厳しい状況のところですら、将来を担っていく、防府市を支えて

いく子どもたちへの医療、この点にスポットを当てて取り組んでいるわけです。数字を並

べていろいろ市長から御答弁いただきましたけれども、何に重点を置いていくのか、この

ことが問われているのではないかというふうに思います。 

 私は、これまで毎年この問題を取り上げてまいりました。少子化の中で当然のことなが

ら、中学生の数も減ってきております。まさにピーク時の半分なんです。心身ともに、大

きく発達をしていくこの時期への健康面での支援、それから、子育て世帯が一番困難と思

っている経済的支援の充実、経済的支援がもっと欲しい、このことは、子育て世帯の方々

からたくさん要望が出されております。こういったことにしっかりと応えていく、早急に、

防府一番、一番でなくていいんですよ。全国レベルにまでできるだけ追いついていただき

たい。早急にそのレベルまで届くように期待をいたしまして、私の質問を終わらせていた

だきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（松村  学君）  以上で、２番、山本議員の質問を終わります。 
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○議長（松村  学君）  次は、１５番、清水力志議員。 

○１５番（清水 力志君）  「日本共産党」の清水力志です。通告に従いまして、質問を

させていただきます。執行部の皆様におかれましては、何とぞ誠意ある御回答をよろしく

お願いいたします。 

 まず最初の質問、非正規職員の待遇改善について御質問をさせていただきます。ここで

言う非正規職員とは、自治体で働く非正規職員のことを申し上げます。 

 平成２５年４月に改正された労働契約法が施行され、有期雇用労働者が通算５年以上同

じ会社で働いた場合に、本人が申し込めば無期雇用に転換できるルール、いわゆる５年

ルールができました。これにより、有期雇用労働者は無期雇用への道が開かれ、施行から

５年が経過した現在、私の周りにも、ことしから無期雇用になったという人が何人かいら

っしゃいます。 

 しかしながら、地方公務員についてはこのルールは適用外であり、全国的に不安定な非

正規雇用の拡大に歯どめがかからない状態です。市民が安心して防府市に暮らし続けるた

めには、質の高い安定的な行政サービスを提供し続けることが大前提です。そうした体制

に、今や欠かせない存在である非正規職員の待遇改善について御質問をさせていただきま

す。 

 まず、１点目の質問です。防府市の非正規職員について、非正規職員の人数と、非正規

職員を含めた職員総数における非正規職員の占める割合をお尋ねいたします。 

 次に、２点目、地方公務員法及び地方自治法の改正に伴い、２０２０年度より新たに会

計年度任用職員制度が創設されますが、この制度の概要をお伺いいたします。 

 ３点目は、地方公務員法及び地方自治法の改正に伴い、防府市では今後どのような整備

を行っていくのか、お尋ねいたします。 

 以上３点、御回答をよろしくお願いいたします。 

○議長（松村  学君）  １５番、清水力志議員の質問に対する答弁を求めます。市長。 

        〔市長 池田  豊君 登壇〕 

○市長（池田  豊君）  清水力志議員の非正規職員の待遇改善についての御質問にお答

えいたします。 

 まず、１点目の非正規職員の人数と割合についてでございます。 

非正規職員の人数は、平成３１年２月現在で、臨時職員、パート職員、嘱託職員を合わ

せまして５８０人で、職員総数における非正規職員の占める割合は約３９．８％となって

おります。 
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 次に、２点目の会計年度任用職員制度の概要についてでございます。 

この制度は、２０２０年４月１日から適用される制度で、地方公務員の非正規職員が公

務のさまざまな分野で活用され、地方行政の重要な担い手となっていることを踏まえ、そ

の適正な任用・勤務条件を確保することを目的に制度化されたものです。 

 今回、新たに制度化される会計年度任用職員には、地方公務員法上、一般職に適用され

る各規定、例えば、服務に関する規定、募集・採用に関する規定、給付に関する規定など

が適用されることとなっております。 

 最後に３点目の、本市において今後どのような整備を行っていくのかについてでござい

ますが、現在、制度設計に取り組んでいるところであり、地方公務員法や地方自治法など、

法の趣旨にのっとり、制度の設計を行ってまいりたいと考えているところでございます。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（松村  学君）  １５番、清水力志議員。 

○１５番（清水 力志君）  御回答いただきました。先ほどの御回答についての所感など

を、その後の再質問などでまた触れさせていただきます。 

 それでは、再質問及び関連した質問をさせていただきます。 

 先ほど、１点目の質問で、非正規職員の割合が約３９．８％との御回答がございました

が、非正規職員の割合の増大が行政サービスの質に与える影響について、防府市ではどの

ような認識をお持ちでしょうか、御回答をお願いします。 

○議長（松村  学君）  総務部長。 

○総務部長（末吉 正幸君）  御質問にお答えいたします。 

 先ほど市長が答弁いたしましたように、本市の非正規職員の割合は約４割となっており

ます。これは、業務の性質について、その内容や責任の程度などを考慮し、正規職員が処

理すべきことは正規職員が、また、非正規職員で処理可能なものについては非正規職員が

処理するというぐあいに分類をいたしまして、配置してきた結果ではないかと認識してお

ります。今後とも正規職員、非正規職員一体となって、市民の皆様に質の高い行政サービ

スを提供してまいりたいと考えております。よろしくお願いします。 

○議長（松村  学君）  １５番、清水力志議員。 

○１５番（清水 力志君）  私も非正規職員の増大が直接、行政サービスの低下につなが

るとは思ってはおりませんけれど、今後とも、正規職員そして非正規職員、ともに連携し

ていただきまして業務に当たっていただきたいと思います。 

 では、次に、非正規職員の人数が５８０人との回答がございましたが、その職種と人数

の内訳をお願いいたします。 
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○議長（松村  学君）  総務部長。 

○総務部長（末吉 正幸君）  お答えします。 

 本市の非正規職員は、臨時職員、パート職員、そして嘱託職員の３つに分類しておりま

すが、それぞれ２月末現在の職種と人数の内訳について、主なもので申し上げます。 

 臨時職員につきましては、１６７人在籍しておりまして、内訳といたしましては、一般

事務補助が５２人、保育士が３２人、介護認定調査員が９人などとなっております。 

 パート職員につきましては１６６人在籍しておりまして、学校支援員が５９人、一般事

務補助が５４人、留守家庭児童学級指導員補助が２２人となっております。 

 最後に嘱託職員ですが、２４７人在籍しておりまして、留守家庭児童学級指導員が

５７人、公民館主事補が１５人、社会教育指導員が１５人などとなっております。 

 以上でございます。 

○議長（松村  学君）  １５番、清水力志議員。 

○１５番（清水 力志君）  ありがとうございました。 

 先ほど、お聞きしますと、臨時職員の中では、一般事務補助の方が５２人、そして、保

育士の方が３２人、また、パート職員では、学校支援員が５９人、嘱託職員の方の中で一

番多いのが留守家庭児童学級指導員、こういった方が多いなというふうな印象を受けます。 

 次の質問なんですけど、先ほど御回答でいただきました臨時的任用職員、いわゆる臨時

職員が１６７人、そして、パート職員、これが一般職非常勤職員ですか、こちらが

１６６人、そして嘱託職員、いわゆる特別職非常勤職員が２４７人というふうに御回答い

ただきましたが、これが来年度、会計年度任用職員制度が創設された場合、先ほどお聞き

いたしました職員の内訳ですね、これはどういうふうに変化するのか、お伺いいたします。 

○議長（松村  学君）  総務部長。 

○総務部長（末吉 正幸君）  お答えします。 

 先ほど来申し上げております臨時職員、パート職員及び嘱託職員につきましては、現在

のところ、そのほとんどが、議員御指摘のとおり、会計年度任用職員という名称になりま

すが、それに集約されるというふうに考えております。よろしくお願いします。 

○議長（松村  学君）  １５番、清水力志議員。 

○１５番（清水 力志君）  先ほど御回答いただきました、ほとんどこの会計年度任用職

員に集約されるというふうにお聞きいたしました。 

 それでは、次の質問なんですが、その会計年度任用職員制度の開始に伴い、どのような

形で職員の募集や採用をされるか、まだ私もわかりませんが、公共サービスの多様化に対

応し、安定的にサービスの提供をするためには、制度移行に当たって経験やスキルのある
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人材を確保するためにも、今働いている非正規職員の方を会計年度任用職員に移行するこ

とが市民の利益につながることと考えますが、執行部の御見解をお伺いいたします。 

○議長（松村  学君）  総務部長。 

○総務部長（末吉 正幸君）  お答えします。 

 会計年度任用職員の採用に当たりましては、地方公務員法の第１３条というのがござい

まして、平等取扱の原則でございますが、これが適用されます。年齢や性別にかかわりな

く均等な機会を採用で与える必要があるという内容でございます。 

 したがいまして、原則として公募を行い、能力の実証を経て採用を行うといたしている

ところでございます。よろしくお願いします。 

○議長（松村  学君）  １５番、清水力志議員。 

○１５番（清水 力志君）  市民の利益を一番に考えるのであれば、やはり継続性のある

サービスの提供が必要になってくると思いますので、先ほどの件、ぜひとも御検討いただ

ければと要望いたします。 

 では、続いて、会計年度任用職員制度についてお伺いいたします。名称に会計年度とつ

いておりますので、任用期間は１会計年度、つまり１年ということになるのでしょうか。

また、再任用は可能でしょうか。 

○議長（松村  学君）  総務部長。 

○総務部長（末吉 正幸君）  御質問にお答えします。 

 会計年度任用職員の任期につきましては、その名のとおりなんですが、その任用の日か

ら同日の属する会計年度の末日癩癩３月になるんですけど癩癩までの期間の範囲内で定め

るというふうになっております。 

 この際、当該会計年度任用職員と同一の職務内容の職が翌年度設置される場合、これは

同一の者が平等取扱の原則や成績主義のもと、客観的な能力の実証を経て再任用すること

はあり得るというふうにされております。 

 以上でございます。 

○議長（松村  学君）  １５番、清水力志議員。 

○１５番（清水 力志君）  では、続けて質問します。 

 では、その再任用について、任用の回数や継続期間に制限はございますか。 

○議長（松村  学君）  総務部長。 

○総務部長（末吉 正幸君）  御質問にお答えします。 

 制度上、明確に任用の回数とか、継続して任用できる期間というものは制限するもので

はございません。しかしながら、同一の者が長期にわたって、同一の職務内容の職とみな
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される会計年度任用職員に繰り返し、その職に任用されることは、別の観点から見ますと、

長期的、計画的な人材育成や人材配置の影響というのは出てくるのではないかと思います。 

 それと、会計年度職員としての身分及び処遇の固定化という問題も新たに出てくるので

はないかというふうにされております。 

 また、地方公務員の任用における成績主義や平等取扱の原則を踏まえれば、繰り返し任

用されても再度任用の保障のような既得権が発生するものではないということで、任期ご

とに、客観的な能力実証に基づく当該職に従事する十分な能力を持った者を任用すること

が求められるというふうにされております。 

 以上でございます。 

○議長（松村  学君）  １５番、清水力志議員。 

○１５番（清水 力志君）  任用期間は、会計年度、つまり１年、その範囲以内、そして、

任用の回数や継続期間には、原則、特に制限がないというふうな回答でしたが、この件に

ついては、後ほど触れさせていただきます。 

 では、次の質問をさせていただきます。 

 今回の制度では、通常の勤務時間と同一の時間の勤務であるフルタイム職員と、勤務時

間の短い勤務であるパートタイム職員について明確に示されており、待遇面も違っており

ます。 

 一例を申し上げますと、フルタイム職員には、正規職員に近い生活給や手当を保障する

が、パートタイム職員には、従来と同じく、生活保障を意味しない報酬の支給にとどまっ

たこと、また、パートタイム職員には、期末手当の支給ができるとされておりますが、あ

くまでできるであり、義務づけられていないことです。 

 例えば、極端な話、通常の勤務時間よりも１分でも短いとパートタイム勤務となるのか。

そうなると、合理性もなく、勤務時間をあえて数分短くすることで、非正規職員を安く使

えるという動機が働くのではないかという懸念があるわけですが、このフルタイム職員と

パートタイム職員の線引きはどのようにされるのでしょうか、御回答をお願いいたします。 

○議長（松村  学君）  総務部長。 

○総務部長（末吉 正幸君）  お答えします。 

 議員御案内のとおり、会計年度任用職員には、フルタイムとパートタイムの２種類がご

ざいます。その職務にフルタイム職員をつけるか、パートタイム職員をつけるかというこ

とにつきましては、フルタイム勤務とすべき標準的な業務の量がある職か否かという基準

が一つの目安となってまいります。それぞれの職務の業務量や内容を十分精査した上で検

討してまいりたいというふうに考えております。 
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 以上です。 

○議長（松村  学君）  １５番、清水力志議員。 

○１５番（清水 力志君）  本来の法改正や制度創設の趣旨に沿った制度設計をよろしく

お願いしたします。 

 次に、非正規職員の待遇面についてお伺いいたします。 

 現在の非正規職員の平均年収と休暇の制度についてお尋ねいたします。 

○議長（松村  学君）  総務部長。 

○総務部長（末吉 正幸君）  御質問にお答えします。 

 まず、非正規職員の平均年収について、ということでございましたが、職種や雇用期間、

勤務時間等によって年収にばらつきがございますので、それぞれ代表的な職種でちょっと

申し上げたいと思います。 

 一般事務の臨時職員につきましては、日給が７，４００円、月の勤務日数は月２１日、

これが１２カ月継続雇用された場合は、年収は１８６万４，８００円となります。 

 次に、一般事務補助のパート職員でございますが、時給が８１０円、一月当たり

１０５時間の勤務体制ということで、１２カ月継続した場合で年収は１０２万６００円と

なります。 

 最後に、嘱託職員につきましては、これは職種によりまして、報酬を月額で定めて支給

しておりますが、その額はまちまちでございますが、年額といたしましては１２６万４，

８００円から１９３万３，２００円の間というふうになっております。 

 次に、休暇制度でございますが、年次有給休暇のほか、忌引きであるとか、あるいは、

女性職員の産前産後休暇、生理休暇、あと、生後１年に達しない子を育てる職員がその子

の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合の育児時間の休暇、それから、選挙権

その他公民としての権利を行使するもの、さらには、裁判員として裁判所その他官公署に

出頭するもの、こういったものなどの特別休暇の制度がございます。 

 以上でございます。 

○議長（松村  学君）  １５番、清水力志議員。 

○１５番（清水 力志君）  一般に、年収が２００万円以下の方をワーキングプアという

ふうに言われております。自治体で働く方で２００万円を切るような方を、これを俗に官

製ワーキングプアというふうに言われております。 

 では、次の質問なんですが、今回の法改正では、会計年度任用職員の給料または報酬の

水準や手当の支給、そして、休暇制度について、正規職員との均衡を図ることが主眼とな

っておりますが、この点について、具体的にどのように取り組んでいかれるのか、お伺い
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をいたします。 

○議長（松村  学君）  総務部長。 

○総務部長（末吉 正幸君）  御質問にお答えします。 

 会計年度任用職員の制度につきましては、国から制度の考え方や内容が示されておりま

す。まずは、それらをしっかり把握した上で、財政的観点や運用の面など、さまざまな観

点から検討を加えた上で、また、職員組合とも協議を行った上で、必要な事項について市

議会にお諮りし、平成３２年４月の運用開始に備えたいというふうに考えております。よ

ろしくお願いします。 

○議長（松村  学君）  １５番、清水力志議員。 

○１５番（清水 力志君）  今回の法改正及び制度の創設を非正規職員の待遇改善にしっ

かりと結びつけていただくよう強く要望いたします。 

 では、次の質問ですが、今度はちょっと財政面についてお伺いいたします。 

 今回の会計年度任用職員制度の創設に伴い、市の財政負担はどのように変化していくで

しょうか、お答えいただきます。 

○議長（松村  学君）  総務部長。 

○総務部長（末吉 正幸君）  お答えします。 

 会計年度任用職員制度の運用によります財政負担につきましては、まだまだ未整備の部

分も多いので、はっきりしたことはきょうは申し上げることはできにくい状況ですが、ざ

っと見まして、今よりも財政負担は増加するというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（松村  学君）  １５番、清水力志議員。 

○１５番（清水 力志君）  ざっと見て増加するという回答でしたが、この非正規職員の

皆さんの待遇を改善するためには、当然財源が必要になってきますが、今回はこの制度改

正に伴うものです。非正規職員の適正な任用や勤務条件を確保することを目的としたこの

地方自治法及び地方公務員法の改正の趣旨を踏まえ、必要な財源を盛り込むように、市か

らも国に要請するべきではないかと考えますが、いかがでしょうか。 

○議長（松村  学君）  総務部長。 

○総務部長（末吉 正幸君）  お答えします。 

 本制度の導入に当たりまして、報道等、資料等見ますと、国においても地方財政措置に

係る検討はなされるというふうに伺っております。 

 現時点では、当制度導入に伴う、例えば交付税措置とかそういったものの情報はござい

ませんが、国や県には要望してまいりたいと考えております。 
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 以上です。 

○議長（松村  学君）  １５番、清水力志議員。 

○１５番（清水 力志君）  ありがとうございます。 

 国のほうにも、必ずちょっと言っていただきたいと。今回のこの制度創設により、財源

がないからと言って、正規職員の人員削減を行うことは絶対にないように、よろしくお願

いいたします。 

 では、次の質問をさせていただきます。 

 改正された労働契約法では、期限の定めのある雇用者、つまり有期雇用者が同じ会社に

５年勤務した場合、本人の申し出により、期限の定めのない雇用、つまり無期雇用に転換

できるルールがございます。 

 冒頭にも申し上げましたが、市民が安心して防府市に暮らし続けるためには、質の高い

安定的な行政サービスを提供し続けることが大前提であり、そのためには、経験やスキル

のある人材が必要でございます。この民間企業で働く労働者と同じように、在職期間５年

を超える非正規職員を無期雇用への転換を推進するべきではないかと考えますが、いかが

お考えでしょうか。 

○議長（松村  学君）  総務部長。 

○総務部長（末吉 正幸君）  御質問にお答えします。 

 そもそも公務員というのは身分を保障されたものでございまして、その地方公務員とい

うものは、この労働契約法というものが適用除外というふうになっております。あわせて

御理解いただけたらと思います。 

○議長（松村  学君）  １５番、清水力志議員。 

○１５番（清水 力志君）  除外されているということですね。わかりました。 

 今回、質問に取り上げさせていただきました、この会計年度任用職員制度なんですが、

問題点として、この制度には任用要件が事実上存在しないということを挙げさせていただ

きます。 

 今回の法改正により、特別職非常勤職員と臨時的任用職員については、より一層の厳格

化が定められましたが、会計年度任用職員については、１会計年度を超えない範囲内で置

かれる非常勤の職を占める職員というふうに規定されただけで、これを言いかえますと、

どんな業務にも任用が可能となります。 

 そして、先ほどの再質問で御回答いただきましたが、任用の回数や継続期間に制限がな

いことや、先ほど言われましたように、民間企業のように、無期雇用への転換ルールもな

く、また、地方公務員は除外されるという回答から、いつでも解雇ができて、いつでも非
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正規という職員が誕生するわけです。 

 これまで、総務省は、地方公務員の人件費削減を行うことを目的として、集中改革プラ

ンや定員削減計画、公共施設の指定管理者制度や民間委託、賃金削減などを指導し、国の

方針に従わない自治体については、地方交付税の減額などをちらつかせ、押さえつけてき

ました。 

 その結果、全国の自治体の正規職員が大幅に削減されることとなるわけですが、自治体

に対するニーズや行政の多様化に伴い、業務量は増大し、本来ならば正規職員が行うべき

業務を非正規職員が行うことで対応しているという過去の歴史があり、さらに、総務省は

自治体向けに発出した事務処理マニュアルの中では、制度設計に当たっては一層のアウト

ソーシングの推進を図るべきと強調するとともに、正規職員が担うべき業務を極めて限定

的なもののみとして、職員の非正規化の推進を求めております。 

 そこで、質問をさせていただきます。 

 今回の法改正により、会計年度任用職員という最長１年の短期契約の公務員が新設され

たようなものでございます。この会計年度任用職員制度は、本来の任期の定めのない、正

規職員を中心とする公務運営という原則が崩されている実態を追認し、公務労働の原則か

ら大きく逸脱し、限りなく職員の正規化が進行する、いわゆる、この制度が非正規職員の

製造マシーンになってしまうんではないかと懸念があるのですが、どのようにお考えでし

ょうか。 

○議長（松村  学君）  総務部長。 

○総務部長（末吉 正幸君）  御質問にお答えします。 

 国においては、会計年度任用職員が担うべき業務について定めております。組織の管

理・運営自体に関する業務や財産の差し押さえ、許認可といったような権力的な業務に関

しましては、正規職員や再任用職員が対応すべきもので、会計年度任用職員が対応すべき

業務には該当しないというふうに示しております。 

 このように、会計年度任用職員ができる業務には一定の範囲が定められておりますので、

議員御指摘、御不満がありましたが、この制度が始まったから非正規職員の割合が増える

ということにはならないというふうに認識しております。 

 以上でございます。 

○議長（松村  学君）  １５番、清水力志議員。 

○１５番（清水 力志君）  ありがとうございます。この制度はもともと正規職員と非正

規職員の待遇の格差、これを少しでも縮めるために、また、同一労働・同一賃金、この実

現のために設けられた制度だと考えております。 
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 この会計年度任用職員制度が本来の目的である非正規職員の待遇改善や雇用安定にしっ

かりと結びつけていただくために、関係者との協議を積み重ねていただき、そして、労使

が納得した上で制度が開始されることを強く要望いたしまして、この質問を終わらせてい

ただきます。 

○議長（松村  学君）  清水議員、ここで時間が来たので休憩とってよろしいでしょう

か。 

○１５番（清水 力志君）  はい、わかりました。 

○議長（松村  学君）  よろしければ、させていただきます。ありがとうございます。 

 少し早いですが、ここで昼食のため、午後１時まで休憩いたします。 

午前１１時５５分 休憩 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

午後 ０時５９分 開議 

○議長（松村  学君）  少々時間早いですが、皆さんお集まりでございます。休憩を閉

じて会議を再開いたします。 

 午前中に引き続き、一般質問を続行いたします。１５番、清水力志議員の２項目めから

の質問から再開いたします。１５番、清水議員、どうぞ。 

○１５番（清水 力志君）  それでは、続いて、教員の働き方改革について、現在の防府

市の取組状況をお伺いいたします。 

 平成２８年に実施されました文部科学省の教員勤務実態調査によりますと、小学校教員

の３３．４％、中学校教員の５７．７％が週６０時間勤務、つまり月８０時間以上の過労

死ラインを超える時間外労働をしていることが明らかとなりました。そして、その中で、

多忙感や負担感を感じると回答した教員は６割を超えております。 

文部科学省や全国の各自治体の教育委員会の調査結果が相次いで公表されたことで、日

本の小・中学校及び高校の多くがブラックな職場であることが明らかとなっております。

つまり、従業員の６割ぐらいが過労死ラインを超えて働いている業界が学校であるという

ことです。 

 また、昨年の１１月に行われました平成３０年度防府市総合教育会議の議事録を拝見い

たしましたが、ある教育委員の方の発言の一部分を御紹介いたしますと、「学校支援ボラ

ンティアとして防府の学校に入り、そして教職員対象の教育相談をしているんですけれど

も、そういった中で、いろいろ聞く話の中で、やっぱり先生に余裕がない、子どもと向き

合う時間がきちっと取れていないなという教員が大変多いと思っております。そして、本

当に、もう少し先生のサポートができたらという思いでいます。また、さらには、本当に
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予算的なものが厳しいというのは重々わかっておりますが、支援員以外の事務補助員など

で、ちょっとでも教職員の負担を軽くしてあげることが、また子どもに向き合う時間をつ

くることにもつながるんではないかというふうに考えております」というように、実際に

教育現場を見ている教育委員の方の発言からしても、今の教員の現状は大変厳しいものだ

と、とることができます。 

 児童・生徒に質の高い授業をするためにも、必要な仕事を絞り込むことが何よりも重要

であり、そして、何が本当に次世代の児童・生徒のためになるのか、児童・生徒と向き合

う時間の確保とあわせて、教育の質を確保して向上させる課題として捉える必要があると

考えます。児童・生徒の笑顔があふれる学校づくりのためには、教員が専門性を発揮し、

ゆとりを持って教育活動を進められる職場環境が重要であるという認識から質問をさせて

いただきます。 

 まず、１点目の質問。平成２８年に、文部科学省が実施した教員勤務実態調査によりま

すと、小学校教員の３３．４％、中学校教員の５７．７％が週６０時間以上の勤務、つま

り月８０時間以上の過労死ラインを超える時間外労働をしておりますが、防府市の小・中

学校の教員の時間外労働の実態はどうでしょうか。 

 続いて、２点目の質問は、教員の長時間勤務の改善について、防府市ではどのように取

り組んでいらっしゃるのでしょうか。 

 以上、２点、御回答をお願いいたします。 

○議長（松村  学君）  ただいまの質問に対する答弁を求めます。教育長。 

        〔教育長 江山  稔君 登壇〕 

○教育長（江山  稔君）  清水議員の御質問にお答えいたします。 

 まず、１点目の防府市の小・中学校の教員の時間外労働の実態についてでありますが、

防府市の教員を対象として、防府市教育委員会が実施した平成２９年度の時間外業務実態

調査によりますと、時間外業務が月８０時間を超えた教員の割合は、小学校教員が１２％、

中学校教員が３３％となっております。高い水準ではございますが、議員お示しの平成

２８年度の全国平均と比べますと、本市の小・中学校の教員の状況はともに下回っており

ます。 

 次に、２点目の教員の長時間勤務の改善についての取り組みについてお答えします。 

 教育委員会では、各学校に対して、提出物の削減や調査物の簡略化を図るとともに、各

学校と連携を図りながら、ＩＣＴ機器の利用等による業務の効率化に取り組んでおります。

また、市内公立小・中学校の教職員の勤務時間の実態については、各教職員がパソコンで

出退勤の管理を行うことによって、時間外業務時間の実態が正確に把握できる情報共有シ
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ステムを整えており、引き続き時間外業務の削減に向けて取り組むよう、学校に働きかけ

ております。 

 各学校では、実態に応じて保護者や学校運営協議会委員等の地域の方々の理解と協力を

得ながら、行事や会議を精選したり、長期休業中の学校閉庁日を設定するなど、時間外業

務の削減に取り組んでおります。 

 また、教育委員会では、中学校の教員の時間外業務の主たる要因の一つである部活動指

導については、スポーツ庁及び文化庁が作成した、運動部活動や文化部活動のあり方に関

するガイドラインをもとに、防府市中学校部活動運営方針の策定を進めており、ここには、

部活動指導の軽減を図る内容を明記することとしております。また、平成３０年度より、

教員にかわって生徒の指導や引率等を担うことができる部活動指導員を配置しております。 

 教育委員会といたしましては、教員の負担軽減を図ることにより、教職員が本分である

学習指導をはじめとする教育活動に一層力を注ぐことができるように、引き続き教職員の

働き方改革を推進していく所存でございます。 

 以上、御答弁申し上げました。 

○議長（松村  学君）  １５番、清水力志議員。 

○１５番（清水 力志君）  ありがとうございました。 

 先ほど御回答ありました防府市での実態ですね、いわゆる過労死ラインを超えて時間外

労働をされている方が、小学校の教員では１２％、中学校の教員では３３％ですね。先ほ

どの文部科学省の調査では、これは、いわゆる勤務時間の中でというのが前提で、例えば、

自宅に持って帰って作業をするとか、そういった時間は含まれていないと。恐らく、今回

の防府市のこの数字も、要は自宅に持って帰って作業される時間ていうのは含まれていな

いと思うんですよね。ですから、それを含めれば、もっとこの数字、多くなるんじゃない

かと。数字の陰に隠れた実態、こういったものも、また把握していただきたいなというふ

うに思っております。 

 それと２点目ですね、防府市の主な取り組みです。今いる人数の中でどう効率化をして

いくかというのが、ちょっと印象に残ります。やはり、人を増やすとか教員を増やすとか、

そういったことが出てきたらいいなとは思ってはいたんですけれど、これはまた、後ほど

言わせていただきます。 

 それでは、再質問及び関連した質問をさせていただきます。 

 まず初めに、教育長にお伺いします。文部科学省が行った教員の勤務実態調査の結果と、

そして、先ほど御回答がありました防府市の教員の時間外労働の実態について、教育長は

どのような認識をお持ちでしょうか、御見解をお願いいたします。 
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○議長（松村  学君）  教育長。 

○教育長（江山  稔君）  議員お尋ねの文部科学省による教員の実態調査の結果と本市

の教員の時間外勤務の実態については、先ほどの答弁で申し上げましたように、本市の教

員の時間外業務時間の実態について、数字では全国平均を下回っておりますが、時間外業

務時間が月８０時間を超える教員が小学校で８人に１人、中学校では３人に１人の割合で

いる現状を重く受けとめております。 

 教育委員会といたしましては、学校の業務の改善や効率化を図り、学校支援に当たる人

材を活用し、今後も教員の時間外業務時間の削減に取り組んでまいる所存でございます。 

 以上でございます。 

○議長（松村  学君）  １５番、清水力志議員。 

○１５番（清水 力志君）  では、続けて質問をさせていただきます。 

 ２０２０年度より、タブレット端末等を用いたプログラミング教育が始まり、そして、

また小学校では外国語が教科となりますが、それに伴い、教員の負担がどのようになるで

しょうか。御回答をお願いいたします。 

○議長（松村  学君）  教育長。 

○教育長（江山  稔君）  議員お尋ねの新学習指導要領による新たな指導事項に係る教

員の負担についてお答えいたします。 

 新学習指導要領は小学校が２０２０年度から、中学校が２０２１年度から完全実施とな

りますので、現在移行期間中でございます。新たな指導内容としては、議員御案内のとお

り、タブレット端末等のＩＣＴ機器を用いてのプログラミング教育や、小学校では外国語

科等がございます。このため現在は、新たな指導内容を教員が自信を持って指導できるよ

うに、授業を公開し合うなどして、完全実施に向けての研修を重ねております。 

 教育委員会では、管理職や教務主任への情報提供や新たな指導方法を学ぶ研修会を開催

しております。また、来年度は、外国語指導助手を今年度よりも２名増員し、１０名を配

置することとしており、外国語科学習の支援の強化を図ってまいります。 

各学校が新学習指導要領へ円滑に移行できるよう、引き続き指導・支援をしてまいりま

す。 

 以上でございます。 

○議長（松村  学君）  １５番、清水力志議員。 

○１５番（清水 力志君）  私がお聞きしたかったのは、負担がどのようになるか、増え

るか減るか、その辺が聞きたかったんですけれど、先ほどの回答をちょっと、重く受けと

めていますとか、全国平均よりは下回っているがとか、そういった回答、ちょっと気にな



－240－ 

ります。 

 今回の私の質問では、実際のところ、本当にどうしたら教員の方々の負担を減らすこと

ができるのかという考えで質問をさせていただいております。恐らく、それは教育長も同

じ考えだと、もちろん市長も同じ考えだと思います。 

 私は、本当に教員の方の働き方を変えたいんです。そして、１日でも早く、市長や教育

長をはじめ、教育委員会や関係者の皆さんが力を合わせて、必ず変えてほしいんです。教

員の多忙化の解消の前提としましては、教員の方々の本来の仕事とは何かと考えますと、

やはり授業をすることというふうに定める必要性があるのではないかと考えます。授業を

すること、授業準備をすること、教材研究に集中できる環境をつくるという前提のもとで、

部活動や事務作業をどのようにしていくのか。そして、何よりも、新しい負担が増えれば、

同時に何を削っていくのか。これは、考え方としては、ごくごく当たり前のことでござい

ます。今まで、その当たり前のことさえできていないことが、今の教員の方々の負担を増

やしてきた原因であるかというふうに考えます。 

 そして、これは教員の方々の要領がいいとか悪いとかいった、教員の方々の自己責任と

いった個人的な問題ではなく、全体で考えていかなければならない、これが負担軽減の要

点かなというふうにも考えます。 

 そして、先ほど御紹介させていただきました、平成３０年度防府市総合教育会議の議事

録を見てみますと、別の教育委員の方がこう言っているんですね。「厳しい環境の中に入

って、その厳しい環境の中でいかに自分が成長するかというのを楽しんでいけば、いい先

生になれる」、私はこの会議の場にいなかったので、この教育委員の方がどのような意図

でこのような発言に至ったのかはわかりませんが、こういった精神論や根性論だけでは何

も解決しません。 

 また、この教育委員の方はこのような発言もされております。「教師にとって何が一番

大事な仕事なのでしょうか。立派な生徒を育てることも大事かもわからないけれど、自分

のかわりができる教師を育てるのも大事なことだと思うんですよね」と。このような自己

責任論などというのはもってのほかであることということも同時につけ加えておきます。 

 恐らく、今までこのような意見を持った人たちが幅をきかせていたから、今の教員の

方々が過労死ラインを超えるような働かせ方をさせられているのだというふうに私は実感

いたします。 

 では、次の質問をさせていただきます。 

 山口県教育委員会は、学校における働き方改革加速化プランというものを作成しており

ますが、その概要はどういったものでしょうか。また、その中で、学校における働き方改
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革推進室が設置されておりますが、県と市ではどのような連携をされておりますでしょう

か、御回答をお願いいたします。 

○議長（松村  学君）  教育長。 

○教育長（江山  稔君）  まず、学校における働き方改革加速化プランの概要について

でございますが、これは、持続可能な学校の指導・運営体制の構築や、教職員のワーク・

ライフ・バランスの実現に向けて、学校の多忙化解消に向けた業務改善や教育現場への重

点的な支援が取りまとめられております。 

 平成２９年度から３年間で、教員の時間外業務時間を３０％削減することを目標とし、

県と市と学校が同じ方向性で取り組めるように、取り組みの柱や具体的内容が示されてお

ります。 

 次に、学校における働き方改革推進室との連携についてでございますが、県の推進室と

各市町の担当者が参加する働き方改革推進会議が開催され、時間外業務時間の実態やその

削減に向けた取組状況についての情報交換や協議を行い、時間外業務時間削減に向けた取

り組みを加速するための連携を図っているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（松村  学君）  １５番、清水力志議員。 

○１５番（清水 力志君）  わかりました。私も、この学校における働き方改革加速化プ

ランというものを拝見いたしましたが、ここも、マンパワーを増やすよりも、現在の体制

でいかに仕事を減らすか、いかに効率化を図るかということに主眼を置かれているなとい

う印象を受けます。何はともあれ、今後とも連携を強めていただくよう要望いたします。 

 では、次の質問に移ります。 

 国は、昭和３３年の義務標準法制定の折、教職員の定数を算定するに当たり、１時間の

授業については１時間程度の準備が必要である、つまり、授業時間と同等の準備の時間を

要するとの考えをもとに、教員の定数積算の根拠としており、この方針は現在も変わって

おりません。 

 そこで質問ですが、防府市の教員は、１日の勤務時間の中において、授業の準備に充て

ることができる時間はどのぐらいあるのでしょうか。実態について御説明をお願いいたし

ます。 

○議長（松村  学君）  教育長。 

○教育長（江山  稔君）  議員お尋ねの本市教員の１日の勤務時間における授業の準備

等の時間についてお答えいたします。 

 教員の１日の勤務時間は７時間４５分でございます。その内訳は、授業時間と授業以外
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の指導にあたる時間、そして、授業の準備等の時間となります。１日の授業時間について

は、日によって異なりますが、小学校は４時間３０分、中学校は５時間でございます。 

 授業以外の指導にあたる時間、これ、給食や掃除、あるいは朝の会、終わりの会等であ

りますが、これは学校ごとに異なりますが、約２時間ございます。 

このことから、１日の勤務時間の中で、授業の準備に充てることができる時間は約１時

間でございます。 

 なお、中学校では、教科指導がない時間が平均して日に１時間程度ございますので、そ

の時間も授業の準備をすることが可能でございます。 

 以上でございます。 

○議長（松村  学君）  １５番、清水力志議員。 

○１５番（清水 力志君）  先ほどの答弁で、私もびっくりしました。準備に充てる時間

が１時間程度と。これで見る限り、国が定めている教職員の定数積算の基準と、そして今

の現状、これに大きな乖離があるということがはっきりわかります。 

 では、次の質問をさせていただきます。 

 教員の働き方の改善や負担を減らすために、これまでも業務改善策をとってこられたと

思います。例えば、多様化する児童・生徒の生活環境に対応するために、学校にスクール

カウンセラーやスクールソーシャルワーカーといった専門家の配置や、昨年の１１月より

部活動指導員を配置されております。このことは、教員の方々の負担も軽減され、非常に

助かっている部分でもあります。 

 しかしながら、文部科学省が行った勤務実態調査の結果と、平成３０年度防府市教育総

合会議の議事録で、最初に御紹介いたしました教育委員の方の発言を見ると、これまで行

った業務改善策も、もう現在は既に限界に来ているのではないかと考えます。教員の方々

に過重労働の防止に必要な取り組みは何ですかと聞きますと、教員を増やしてほしいとい

う切実な回答が返ってきます。 

 そこで御質問ですが、本当に教員の方々の負担を軽減するためには、業務の見直しや役

割分担だけでなく、教職員定数を改善し、市が責任を持って予算を確保し、教員の増員を

図るべきではないかと考えますが、いかがでしょうか。お考えをお願いいたします。 

○議長（松村  学君）  教育長。 

○教育長（江山  稔君）  議員お尋ねの教員の増員についてお答えいたします。 

 教員の定数につきましては、公立義務教育諸学校の学級編成及び教職員の定数の標準に

関する法律に基づき、県において、公立小学校及び中学校の学級編成並びに教職員配置基

準が設定されております。 
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 議員御指摘のとおり、教員数が増えることは学校の指導・運営体制の強化や充実につな

がると考えておりますので、教員の増員につきましては、県及び中国地区都市教育長会か

らも国に対して申し入れをしているところでございます。 

 以上であります。 

○議長（松村  学君）  １５番、清水力志議員。 

○１５番（清水 力志君）  国のほうに、しっかりと、また粘り強く申し入れていただき

たいというふうに要望いたします。 

 それと、池田市長にお伺いします。平成３０年度の防府市総合教育会議、この議事録を

拝見いたしましたが、池田市長もかなり前向きな、とてもいい発言をされておりました。

それを、私も拝見いたしました。今回のこの教員の働き方に関して、どのように考えてい

らっしゃるのか、どのようにしていくのか、少しお考えをお聞きしたいと思います。お願

いします。 

○議長（松村  学君）  市長。 

○市長（池田  豊君）  教員の問題でございます。私の家族というか、父も母も親族も

ほとんどが教員でございますので、教育に対してはいろんな思いがございますけども、今、

あくまでも働き方改革ということになっていますので、これについては、実際問題として、

実際には定数の問題につきましては、まず最初に、これは義務教育は国のほうになります

ので、先ほど教育長が答弁しましたように、国のほうにまずしっかり要望して、そしてま

た、県に要望してということになりますけど、まずは、国にしっかり意見を通じての要望

していかなければいけない課題でございます。 

 それから、働き方改革といいますと、先ほどありましたように、実際は各学校で、教育

長がいらっしゃるのでここまで答弁していいかわかりませんけれども、各学校において、

校長の学校運営もかなり大きい問題だと思っているんじゃないかと思います。 

 その際にはまた、保護者や学校運営協議会がございます。そうした中で、一方で、保護

者の方のニーズ、いろいろあったりしますので、それをもって、一緒の理解を得ることが

一番大切だと思いますので、学校側だけではできない。そして、保護者の方の理解も要る。

学校運営協議会の中で、先生、教員大変だから、こうしましょうという理解がないと、教

員の方も、やっぱり教育に命をかけている方なんで、そういう保護者やそのニーズがあれ

ば無理をしてしまうということはあると思いますので、そういう、まず、働き方に対する

市民の皆さんの理解も得ながら、うまくやって、みんなが、教員に限らず、市の職員でご

ざいますけども、働き方改革をしっかり進めていきたいと思っております。 

○議長（松村  学君）  １５番、清水力志議員。 
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○１５番（清水 力志君）  御答弁いただきました。感謝しております。 

 最後に、教員というものは、労働者であると同時に教育の専門家でございます。児童・

生徒は人類が蓄積した文化を学び、周りの人たちとの人間関係の中で一人ひとりが個性的

に人として育ちます。その人間形成を支える教員の仕事は、みずからの使命の自覚と、そ

れに結びついた広い教養や深い専門的な知識と技能が求められる、とても尊い専門職です。

そうした教員の専門性の発揮のためには、それにふさわしい労働環境が必要であり、児

童・生徒としっかり向き合う条件づくりをするべきであると考えます。授業の準備や児

童・生徒への理解や対応、教育活動を振り返り、教育者としての研究と人間的な修養、そ

れらが人間らしい生活の中で保障されなければなりません。 

 ところが今、教員はブラックと言われるような異常な労働環境に置かれております。教

員の方々にとって、まともな労働環境、労働時間の実現は専門職としての誇りと自覚を培

う土台ともなるものです。 

 今回質問に取り上げました教員の異常な長時間労働の改善は、これから早急に進めてい

ただき、そして１日も早く、必ず解決していただくよう強く要望いたしまして、質問を終

わらせていただきます。 

○議長（松村  学君）  以上で、１５番、清水力志議員の質問を終わります。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（松村  学君）  次は、８番、河杉議員。 

        〔８番 河杉 憲二君 登壇〕 

○８番（河杉 憲二君）  「自由民主党清流会」の河杉でございます。本日、最後の質問

となろうかと思います。ことしは、実は私、花粉症にかなりやられておりまして、目と鼻

とのどが大変傷んでおります。お聞き苦しい点がございましたら、どうか御了承願いたい

と、このように思っております。大丈夫ですか。聞こえますよね。（笑声） 

 それでは、通告に従いまして質問させていただきます。どうかよろしくお願いいたしま

す。 

 今回は、防災対策として自主防災組織、防災士並びに地区集会所についてお伺いいたし

ます。 

 近年、全国的に未曽有の大災害が多く発生してきております。防府にも大きな災害をも

たらした中国・九州北部豪雨災害や東日本大震災、また熊本地震や広島の豪雨災害などは

まだ記憶に新しいところでございます。こうした中、自治体として災害に対し、いかに取

り組んでいくかが、現在問われてきております。 

 自主防災組織は、災害対策基本法に基づき、地域住民が自分たちの地域は自分たちで守
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るという自覚と連帯感に基づいて自主的に結成する組織で、災害発生時においては、被害

を防止し、軽減するために防災活動を行う組織のことでございます。そして、平常時には、

防災知識の普及や啓発、また地域の安全や設備の点検、防災訓練などを行います。災害が

発生したときには、情報を収集して住民に迅速に伝え、初期の消火活動や被災者の救出や

避難誘導、また、避難所の運営などの役割を担います。 

 防府市は、平成１９年に自主防災組織の認定や育成事業補助金などの要綱を定めるなど、

設置に向けて鋭意取り組んでまいりました。現在、自主防災組織は自治会を中心に多く結

成されていますが、しかしながら、その活動状況はかなりの温度差があるように思います。

防災訓練や防災知識の普及・啓発など積極的に取り組んでいる自治会もあれば、組織の体

系図はつくったが活動までには至っていないところもあるようでございます。 

 そこで質問いたしますが、市の要綱を定め取り組み始めて１２年になりますが、現在の

自主防災組織の結成状況はどのようになっているのかをお伺いいたします。また、自主防

災組織の活動状況についても、あわせてお願いいたします。 

 次に、自治会相互の連携や情報の共有も重要だと思っております。そこで、地域単位の

自主防災組織も必要ではないかと思いますが、お伺いいたします。 

 続きまして、防災士の養成についてお伺いいたします。 

 防災士とは、自助、共助、協働を原則として、社会のさまざまな場面で減災や防災力の

向上のために活動を行い、そして、その知識と技能を有する者として日本防災士機構が認

定する民間の資格でございます。 

 役割としては、地域の防災リーダーとして、防災、減災を地域の方々に知識や技能を伝

え、地域の防災力を高めるとともに、地域の自主防災組織の防災体制を確立する担い手と

して、災害発生時には避難誘導や救助に当たります。地域の自主防災組織の中では欠かせ

ない存在だと思っております。 

 現在の防災士認証者数は、平成３１年の１月末で、全国で１６万５，３５５人、山口県

全体では２，０２９人となっており、ここ１０年で五、六倍近く伸びております。防府市

も平成２５年度から、地域の減災害と防災力の向上を図ることを目的に防災士を養成して

きたところでございます。 

 そこでお伺いいたしますが、現在、資格取得者はどのようになっているのかをお伺いし

ます。また、防災士に関しましては、できるだけ多くの人が知識や情報を得ておくことが

重要で、そのため講習会を開くなど養成教育を行う必要があろうかと思いますが、どのよ

うになっているのかお伺いいたします。 

 また、昨年の９月に、市内の防災士の方々により、防災士等連絡協議会が設置されまし
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た。お互いの情報交換や連絡を取り合う上で大変いいことだと私は思っております。今後、

市としてどのようにかかわっていかれるのか、お伺いいたします。 

 続きまして、避難所としての地区集会所の活用についてお伺いいたします。 

 避難場所は、市が指定する自主避難場所、指定緊急避難場所、指定避難所があります。

自主避難場所は、早い段階で自主的に避難する場所で、主に公民館等を示し、指定緊急避

難場所は、災害の事象に応じて一定の基準を満たす施設、また場所を示しております。ま

た、指定避難所は、災害の危険性があり、避難した住民等が一定期間滞在する場所として、

市が指定して開設する場所で、主に公民館や小・中学校などでございます。また、市が指

定する指定緊急避難場所までは遠いなどの理由から、自治会や自主防災組織などが定める

地区一時避難場所があります。これは、届け出で、もちろんある一定の要件を満たさなけ

ればなりませんが、これが地区集会所に当たります。 

 地区住民は、災害時にはまず、とりあえず安全確保のため、近くの地区一時避難場所に

身を寄せようとします。その後、長期にわたれば、市が指定する指定緊急避難場所を経て

指定避難所に移ることになります。特に高齢者の方々は、指定緊急避難場所までの距離が

ある場合、なかなか移動には困難と思われます。 

 そこで、災害対策基本法の中で指定基準を満たしている地区集会所は、指定緊急避難場

所として指定してもよいのではないかと思いますがいかがですか、お伺いいたします。 

 また、地区集会所の老朽化の問題や施設が整っていないなど、安全面が担保されていな

いところの指定は難しいと思いますが、指定避難場所から遠い距離となる地区の集会所に

ついては、指定基準に沿うように改修工事や、特に耐震化に対して補助を行うことはでき

ないのか、あわせてお伺いいたします。 

○議長（松村  学君）  ８番、河杉議員の質問に対する答弁を求めます。市長。 

        〔市長 池田  豊君 登壇〕 

○市長（池田  豊君）  河杉議員の防災対策についての御質問にお答えいたします。 

 私は、市民の皆様の安心・安全が第一との考えのもと、防災対策については、最重点施

策の一つとして推進してまいりたいと考えております。 

 ことしは、平成２１年７月中国・九州北部豪雨から１０年という節目の年を迎えますこ

とから、豪雨災害の体験と教訓を忘れることのないよう力を入れて取り組んでまいります。 

 新年度においては、５月に、国等と連携して、佐波川総合水防演習を実施するほか、

７月２１日の市民防災の日には、防災講演会に加えて、子どもとその保護者向けの体験型

防災イベントを開催するとともに、自主防災リーダーに対する研修や女性向け防災セミ

ナーなどを開催する予定としております。 
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 さて、議員お尋ねの１点目の自主防災組織についてでございます。 

自主防災組織につきましては、市内２５４自治会のうち１７８自治会で結成されており、

世帯数で算定する組織率については、１月末の時点で７６．７％となっております。 

 その活動状況につきましては、各地域の状況に応じて、防災勉強会の開催や避難訓練の

実施などに加え、地域のイベントに合わせた防災ブースの出展や炊き出し訓練などが実施

されております。 

 また、地域単位の自主防災組織の必要性につきましては、自主防災組織の結成規模は、

地域住民が日常生活上の一体性を感じることのできる規模が基本と考えます。このため、

自主防災組織の結成に当たっては、地域ごとに住民の数や世帯数などの自治会の規模、年

齢構成、地理的要件などが異なることから、単位自治会であれ、地域単位であれ、その地

域の実情に応じた規模による組織の結成を促しております。 

 次に、２点目の防災士についてでございます。 

 まず、防災士資格の取得状況につきましては、その取得に当たり、本市では、自主防災

組織の中心的役割を担う防災士の養成は大変重要であるとの考えのもと、全額公費負

担癩癩市の負担としており、現在２９６名の方々が防災士資格を取得されておられます。 

 防災士になられた方々に対しましては、毎年、フォローアップ研修会を開催しており、

来年度からは従来の座学に加え、災害図上訓練などの実施方法の習得など、自治会や自主

防災組織が自発的に活動していただくことを前提とした、より実践的な研修会へとバージ

ョンアップすることとしております。 

 次に、防災士等連絡協議会につきましては、本市の防災士養成講座を受講され、防災士

となられた方々が中心となって防災士相互の情報共有や連携強化などを目的として、昨年

９月に発足されました。 

 市といたしましても、その設立趣旨を踏まえ、市が行っている自主防災組織の設立支援

への御協力をいただくなど、当協議会とともに、地域防災力の向上に向けて協働してまい

りたいと考えております。 

 次に、３点目の自治会の地区集会所についてでございます。 

 指定緊急避難所を現在９４カ所指定しており、これら避難場所を開設・運営する際は、

このうち公民館、福祉センターや小・中学校などの公共施設を中心に、市の職員を配置し

ているところでございます。 

 市の職員にも限りがありますことから、地区集会所を指定緊急避難場所として運営する

ためには、地元の自治会または自主防災組織による自主運営などの協力が不可欠となって

まいります。 
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 このため、議員御案内のとおり、市では、身近で避難できる場所である地区集会所や個

人宅などを地区一時避難場所として、市に届け出ていただく制度を設けております。避難

勧告等の発令時には、支援物資等の提供を行うなど、指定緊急避難場所に準じる扱いとな

りますので、この制度の活用をしていただくようお願いしたいと思います。 

 次に、地区集会所の耐震化に係る補助制度についてでございます。 

 自治会活動の拠点となる地区集会所、いわゆる自治会館の新築または改造等を自治会で

行われる際には、現在、地区公共用施設補助金で要する経費の一部を補助しております。

地区集会所の耐震化は、地区公共用施設補助金の改造等に該当いたしますので、対象工事

費の４０％以内、補助限度額１００万円の範囲内で補助が適用されます。 

 地区集会所は公共性の高い施設ですが、自治会で所有され、地域の皆様が管理、運用さ

れる施設でありますことから、引き続き現状の補助制度で継続したいと考えておりますの

で、御理解のほどよろしくお願いいたします。 

 以上、御答弁申し上げました。 

○議長（松村  学君）  ８番、河杉議員。 

○８番（河杉 憲二君）  御答弁ありがとうございました。 

 それでは、それぞれちょっと再質問をさせていただきたいと思いますが、まず自主防災

組織についてですけれども、これは、私も平成２８年に一般質問をさせていただいており

ます。また、同僚議員も何度か、やはり防災に対しての取り組みはどうであろうかという

ことで質問をしております。 

 平成２８年のときは２５６の自治会がございまして、そのうち１６１が、いわゆる自主

防災組織を結成されておられました。カバー率からすれば７５％と、こういうことでござ

いましたが、今回、３年後の今日、２５４、２つ自治会減っておるんですけれども、登録

は１７８自治会ということで、３年間で１７自治会が自主防災組織を結成されたと、こう

いうことでございます。 

 カバー率というのは、いわゆる世帯割として、いわゆるどこまで自主防災組織としてカ

バーできるかということなんですけれども、現在、まだ未設置の地域もございますが、そ

の理由について何かお考え、どのように考えていらっしゃいますでしょうか。 

○議長（松村  学君）  総務部長。 

○総務部長（末吉 正幸君）  御質問にお答えいたします。 

 先ほど市長の答弁の中でも少し出てまいりましたが、防災士のフォローアップ研修の際

に、自治会長さんたちにも声かけしまして、合同研修会ということで行っております。そ

の際に、アンケートを実施いたしております。この結果で申しますと、未結成の理由とい
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うのは２つございまして、一つは、自主防災組織の立ち上げの機運がなかなか盛り上がら

ないという理由、もう一つは、自治会組織の高齢化による担い手不足があるということを

理由として挙げられております。 

 以上でございます。 

○議長（松村  学君）  ８番、河杉議員。 

○８番（河杉 憲二君）  まさしく、私もそのとおりだと、実は思っております。 

 例えば、先日ちょっと、国の防災白書というのを見たんですけれども、自主防災組織自

体が全国で１６万４，１９５設置されておりまして、カバー率からすれば８２．７％なわ

けですよね。未設置の理由といたしまして、今、部長答弁ございましたけれども、やはり

一番大きいのが、自主防災組織の機運が上がらないということだろうと、地域意識が非常

に低いということだと思います。 

 それで、一つは、先ほど活動状況につきましても、やっぱり同じようなことが言えるん

だろうなということでございまして、消防庁のほうも、実はマンネリ化しているんじゃな

いかと。いわゆる、ある評論家といいますか、研究者の方に言わせれば、国が組織の設置

を最優先して、行政主導型になって、いわゆるカバー率の向上を急いだ結果ではないかと、

このように言ってらっしゃいました。 

 本来、自主防災組織というのは、それぞれ地域が自主的にやろうという機運が高まった

後に組織を組み、そして、行政が後押しをするというのが本来の姿であろうということを

言っていらっしゃいました。まさしくそのとおりだなと、このように思っております。 

 活動状況についても、やはりそれぞれ格差があるのも現状でございまして、ただ、国の

ほうのインターネットを見てみますと、いわゆる取り組み方としてマンネリ化を打破する

には、まず、みんなが楽しんでできるような企画をしていく。例えば、防災の運動会をし

てみるとか、それから、かるた会をするとか、防災芋煮会というのもありますけれども、

そういった、いわゆる地区住民が楽しみやすいような形のイベントをしながら防災意識を

高めていく。それから、防災アンケートなど防災シンポジウム、ワークショップ等も開き

ながら、とにかく地域の方々の気を引いていくという、こういった形が一番、まず取り組

みやすいのではないだろうかと、このように私も思っております。 

 それで実際、防府市内でもそれぞれ自治会がかなり活発に動かれるところもございます

が、私は、その後、一つ思うのが、やはりできるだけそういった小規模自治会をカバーし

てできるような自主防災組織というのが必要ではないかと、このように考えております。

まだ未設置の地域もありますけれども、そうすると、やはり地域単位での防災組織という

のが、ある意味必要になってこようと思っております。 
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 実際、小野地区とか、それから今、右田も研究されていらっしゃるかと思いますけれど

も、やはり、そうすることによって、お互いの自主防災組織の情報交換にもなりますし、

また、状況もはっきりつかめるかと思います。と同時に、同じ方向で取り組むことが可能

となって、一緒になって防災訓練、それから啓発事業等々について取り組んでいくことが

できるのではないかなと。ですから、その辺についても、ぜひとも市のほうとしても、指

導というよりも促していただければなと、このように思っておりますので、よろしくお願

いしたいと思います。 

 続きまして、防災士ですけれども、先ほど答弁の中で、防災士資格取得状況で２９６名

ということでございました。平成２８年、３年前は１４１名ですので、実質、当時５年間

で３００人つくるんだと、こういうふうな市の方向性がありましたけれども、２９６名と

いうことは、３年間で１５５名増えております。 

 ただ、これはある意味公費でやっておりますので、しっかりと防災士の資格を得られた

方は取り組んでいただきたいと思っておりますが。 

 ちょっと質問ですけれども、防災士の平均年齢、それから、年代別がわかれば教えてく

ださい。 

○議長（松村  学君）  総務部長。 

○総務部長（末吉 正幸君）  御質問にお答えいたします。 

 平均年齢と年代の人数ということで、１月末現在で取りまとめたのがございますので、

それでお答えいたします。平均年齢は５９．６歳です。年代の人数といたしましては、

３０代が１７人、４０代が４９人、５０代が６４人、６０代は１０３人、７０代以上は

６３人となっております。 

 以上でございます。 

○議長（松村  学君）  ８番、河杉議員。 

○８番（河杉 憲二君）  ありがとうございました。 

 この平均年齢は３年前の数字とほぼ変わりがないんですが、それぞれ世代別の人数から

すると、６０代が１０３人、当時７０代が１７人だったんですけど６３人ということで、

かなり高齢化もあるのではないのかなと、このように実は思っております。 

 先ほど言いましたけれども、地域の防災リーダーとして、自主防災組織の中で、いわゆ

る中心的な役割を果たされるわけでございます。ですから、高齢化となると、なかなか体

力的にも、それから気力もいつまでもついていけないという方も実はいらっしゃいました。 

 中には、防災活動をするときに自治会の役員の方々が軸になるのか、それから、防災士

が軸になるのかと、こういうことで議論なさった方もいらっしゃいました。これは、ちょ
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っとお話を伺ったんですが。ですから、できましたら、一番いいのは自主防災組織の中で、

防災士の位置づけを明確にしていく必要があるだろうと、このように思っております。 

 先ほど、御答弁の中にも、地域の実情に応じた形の防災組織を組み立てていくと。です

から、その辺の中においても、いわゆる防災士が、例えば活動しやすいような組織を、形

態を組んでいくというのが重要であろうと、このように思っておりますので、その辺のと

ころはどうかよろしくお願いしたいと思います。 

 今後、防災力を高めていくためには、地域の防災リーダーの育成、先ほど御答弁ござい

ましたが、それから、自主防災組織の中でいかに充実させていくか、そして、行政と連携

をしながら、何よりも一番大事なことは、いわゆる地域住民の防災意識をいかに高めてい

くか、このことだろうと思っておりますので、その旨どうかよろしくお願いしたいと思い

ます。 

 それから、避難場所としての地区集会所について、ちょっとお伺いしますけれども、先

ほど申しましたように、自主避難所、指定緊急避難場所、指定避難所、それから地区一時

避難場所がございますけれども、それぞれ何カ所あるか、ちょっと教えていただきたいと

思います。 

○議長（松村  学君）  総務部長。 

○総務部長（末吉 正幸君）  お答えいたします。 

 まず、指定緊急避難場所は９４カ所でございます。そのうち自主避難場所となっており

ますところが１９カ所、指定避難所は８４カ所ですが、相互にそれぞれ兼ねる施設もござ

います。また、地区一時避難場所、これは５９カ所届出をいただいております。 

 以上でございます。 

○議長（松村  学君）  ８番、河杉議員。 

○８番（河杉 憲二君）  ありがとうございます。 

 ちょっとお伺いしますけど、指定避難所の中に地区集会所はございますでしょうか。ま

た、もしあれば、その理由についてちょっとお伺いしたいんですが。 

○議長（松村  学君）  総務部長。 

○総務部長（末吉 正幸君）  お答えいたします。 

 先ほど、指定緊急避難場所９４カ所というふうに説明しましたが、このうち地区集会所

が５カ所ございます。これに当たりましては、この５カ所の地区には、周辺に指定緊急避

難場所となるべく公共施設が見受けられないということで指定されているというふうに認

識しております。 

 以上でございます。 
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○議長（松村  学君）  ８番、河杉議員。 

○８番（河杉 憲二君）  わかりました。地区集会所も一応５カ所あるよということです

が、私は、先ほど申しましたけれども、例えば地区集会所も、私は寝泊りが可能だとか、

耐震基準が合致しているところなどは、ある程度、一定の基準を満たせば指定緊急避難場

所や指定緊急避難所に指定してよいのではないだろうかと実は思っております。 

 実は、これを取り上げたのは、私の町内会におきまして、昨年、敬老会がございました

が、敬老会にあわせて、この避難を想定したアンケート調査を行いました。敬老会に呼ば

れる方は７５歳以上でございまして、私どもの町内会は３５０名おられます、７５歳以上

が。そのうち４０％に当たる１３６人の方々から回答をいただきました。 

 そうすると、例えば、一番多いのは、大体１０分以内に地域の会館のほうに歩いていけ

ますよと。一番遠い時間がかかる方が約３０分を超えておりました。それから、２５分が

３名ですか、それから２０分が２名ですか。やはり高齢者となると、つえをついたり、そ

れから乳母車を引きながら行かれるという方が多いわけでございまして。だから、地域の

会館でもそのぐらい時間がかかるとなれば、ましてや指定緊急避難所等々については、例

えば、私ども国衙の場合は松崎小学校なんですが、かなり時間がかかって、到底行けるわ

けがないのではないか。そうすると、例えば、まず行きやすいのが地域の集会所であろう

と、このように思っております。 

 近年、それぞれの、単位自治会等々で地区集会所が新築されたり改修されたりしており

ますけれども、そういったところも、よく地域の事情を見ながら、例えば指定緊急避難場

所として指定してもよいのではないかなと。いわゆる、指定することによって、市が開設

するわけですから、そういったいろんな物資、それから、職員の配置等もあるということ

でございましたけれども、ただ、地域の方々は安心されると思うんですよね、基本的には。

ですから、そういったことも踏まえて、ぜひ考えていただければなと、このように思って

おりますので、よろしくお願いします。 

 そこで、先ほど言いました、一定の基準と申しましたけれども、やはり地区一時避難所、

いわゆる地区集会所についても、やはり、今度は耐震化など整備が必要ではないかと、こ

のように実は思っております。 

 現在、市内には自治会が２５４のうち、自治会が保有している会館は１５３あります。

それぞれの自治会が少ない予算の中で管理、運営を行っておりまして、特に老朽化した建

物を修繕しながらも地域の行事や会合の場、また避難所として活用されているのが実情で

ございます。 

 市の規則におきましては、地区の自治会館の改修または修繕に関する補助制度は、補助
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率は１０分の４、限度額は１００万円、そして年数制限は５年と、こういうふうになって

おります。 

 それから、お隣の山口市は、増改築については２分の１の補助で限度額は５００万円、

補修についても２分の１の補助率で限度額は１００万円。それから、周南市においては、

増改築については３分の２の補助で限度額は９００万円、補修については２分の１の補助

で限度額は３００万円とこういった形で、防府よりもかなり限度額の数値は上がってきて

おります。 

 そこで、ちょっと確認ですけれども、規則にうたわれておりませんが、耐震化工事もこ

の範囲内であれば補助対象となるのか、ちょっとお伺いします。 

○議長（松村  学君）  総合政策部長。 

○総合政策部長（熊野 博之君）  御質問にお答えいたします。 

 耐震化工事につきましても、既存の、今、市のほうの補助金であります改造等に含まれ

ますので、助成の対象になります。 

 以上でございます。 

○議長（松村  学君）  ８番、河杉議員。 

○８番（河杉 憲二君）  わかりました。これ、規則にうたわれていないんですけれども、

市のそういった形で耐震化工事もいいよということだと思いますが。 

 実は、この耐震化工事は、まずやらなければいけないのが、耐震診断というのを行わな

ければなりません。その後、耐震設計をつくりまして、その後、管理並びに工事に入りま

す。これは、修繕ではなくて、耐震化に伴う補強工事なんですね。ですから、結構な費用

がかかります。修繕であれば、例えば外壁を防水化するために吹きつけをしたり屋根瓦を

直したりと、いうようなことではなくて、耐震補強となれば、いわゆる鉄骨を組み、筋交

いしながらというような形で、かなりの費用負担が予想されるわけでございまして、私ど

も議会が行っております議会報告会の中でも何度か耐震化に対する補助制度の要望も出て

おりました。 

 そこで、そういった形の補助制度をつくってはどうかという質問をしたんですけれども、

現状で行いなさいというふうな答弁でございまして、せめて検討するとか、研究課題とし

たいというのは話はわかるんですけれども、今のところ、やる気はないよというような答

弁だったような気がします。それ、意図はないかもしれませんが。 

 ただ、基本的にそういった形の答弁、わかります現状では。ただ、少なからず限度額と

か補助率上げてもいいのではないかなと、このように気がしております。 

 他市では、完全に耐震診断補助金要綱と、それから、別に耐震化工事補助金要綱という
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のをつくっている市も全国にはございまして、例えば大阪の枚方市等々につきましては、

耐震診断につきましては３分の２の補助率、木造についての限度額は１０万円で非木造は

５０万円の限度額、これはあくまでも耐震診断のみです。耐震工事につきましても、３分

の２の補助率で限度額は１００万円というふうになっております。それから、三重県の松

阪市等々については、耐震診断は３分の２の補助で限度額４万円なんですけれども、改修

につきましては限度額５００万円でございます。厚木市にいたしましては、耐震改修の場

合の補助率は８０％、限度額は２５０万円。 

財政規模の違いはありますけれども、確かに、関東と、それから、余り地震のない防府

市等々では心情的に違うのかなという気はしておりますけれども、やはり、そのあたりが

今後、課題ではないかなという気はちょっとしております。 

 そこで、ここ３年間の地区会館の改修に伴う申請件数と、それから補助金はどのくらい

あったのか、ちょっとお伺いします。 

○議長（松村  学君）  総合政策部長。 

○総合政策部長（熊野 博之君）  御質問にお答えいたします。 

 地区公共用施設補助金の改造等に該当する件数と補助総額について、３０万円以下のバ

リアフリー工事を除いたものでございますが、過去３年分の実績についてお答えいたしま

す。 

 平成２８年度の件数は１１件、補助総額４７４万円、平成２９年度の件数は８件、補助

総額は３１０万５，０００円、平成３０年度の件数は１０件、補助総額は３７９万円でご

ざいます。 

 以上でございます。 

○議長（松村  学君）  ８番、河杉議員。 

○８番（河杉 憲二君）  わかりました。年平均すると、大体１０件ぐらいということで

すね。総額４００万円前後ということだと思います。 

 私は、市の予算も決して多くはないと思っております。先ほど述べましたように、大体

４割の補助でございますので、１００万円事業ということだろうと、このように考えてお

ります。ですから、今、１件につき１００万円ぐらいの事業だろうと考えておりますので、

できれば、もっと予算を出していただければなと、このように思っております。 

 ある自治会の役員の方は、これから地区の高齢化がどんどん進んでいくんだと。人口が

減っていくと集会所を維持することが本当に難しくなってくると言っておられました。建

物は老朽化していきますし、それから、町内会の方々は少なくなっていきますので、どう

してもそういった状況で維持が難しくなると。市の自治会連合会からも補助限度額の増額
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や補助率のアップ等々の要望も出ているようでございますので、ぜひとも検討していただ

ければなと、このように思っております。 

 私は、地域での自主防災組織などを今回取り上げましたけれども、防災対策に取り組む

ことによって、より地域のコミュニティの活性化につながると、実は思っております。 

 ですから、市長はよく、先ほども答弁がございましたけれども、安心・安全が第一、今

回の施政方針の中でも防災の充実というところに、１ページの約８割を割いて防災に対し

て書かれておりました。また、地域活動のところにおきましては、安全で住みやすい地域

づくりを実現するためには、行政と地域が一体となった取り組みが必要で、地域活動の活

性化の促進を図っていきますと言われております。また、そのあらわれとして、市役所内

に新たに地域交流部を設置されました。私は、市長の地域への取り組みの強い意志を感じ

ております。私だけじゃないかと思います。 

 改めて市長、これまで、私いろいろと自主防災につきまして、防災士並びに地域のコミ

ュニティとして必要な場として地区集会所等々取り上げましたけれども、市長のお考えを

改めてお伺いいたします。 

○議長（松村  学君）  市長。 

○市長（池田  豊君）  再質問にお答えいたします。 

 地区集会所の耐震診断とか耐震化とかに対する補助の創設等の御質問だと思いますけれ

ども、自治会の活動は安心・安全な地域づくりの実現のために、なくてはならないもので

あると認識していますし、災害のときにも大きな役割を果たすものだと考えております。

地区の集会所は、先ほどの答弁で申し上げましたとおり、公共性の高い施設ではあります

が、あくまでも自治会が所有され、地域の皆様が管理、運用される施設でございます。 

 議員御提案の地区集会所の補助の増額や、また耐震診断等の新たな制度を設けることに

つきましては、自治会の主体性という観点や、地域活動の拠点としての公共性の観点のバ

ランスを考えながら検討する必要があると考えております。 

 議員も触れられましたけれども、来年度は地域交流部を新たに創設いたします。そうし

た中で、自治会等の意見もしっかりと伺いたいと考えておりますので、御理解賜りますよ

う、よろしくお願いいたします。 

○議長（松村  学君）  ８番、河杉議員。 

○８番（河杉 憲二君）  ありがとうございます。 

 なかなかこういった課題というのは、やっぱり地域が絡んでまいりますので、それぞれ

地域の実情があろうかと思いますが、前向きに検討していくという言葉が得られませんで

したけれども、ぜひとも、やっぱり地域コミュニティのより向上を図るためには、やはり
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こういった地域、自主防災組織や、そういった軸とした、いわゆる地区集会所の活動等も

必要だと思います。今後の取り組みを期待して、私の質問を終わりたいと思います。あり

がとうございました。 

○議長（松村  学君）  以上で、８番、河杉議員の質問を終わります。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（松村  学君）  お諮りいたします。本日の会議はこの程度にとどめ、これにて

延会することに御異議ございませんか。 

        〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（松村  学君）  御異議ないものと認めます。よって、本日はこれにて延会する

ことに決しました。お疲れさまでした。 

午後２時 ８分 延会 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 
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